
農林水産省　第２次回答

制度の所管･関係府省

農林水産省

求める措置の具体的内容

経営所得安定対策等に係る「米の直接支払交付金」交付事務を国から都道府県へ交付金化し、移譲するこ

と。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【現行】

米の直接支払交付金は、米の生産数量目標に従い、主食用米の作付けを行った農業者に交付されるもので

ある。

【制度改正の必要性】

米の生産数量目標の配分の業務は、都道府県が市町に対し実施していることから、「米の直接支払交付金」

交付事務についても国から都道府県へ交付金化し、移譲すべきである。

【改正による効果】

これにより、現状では、平地と中山間地等の条件不利地との間や、大規模稲作農家などの担い手と兼業農

家の間でも一律である助成単価に差を設けるなど、各都道府県の地域性に合わせた交付金の活用が図ら

れ、需要に応じた主食用米生産とともに水田の維持管理につながる。　

　（平成29年度までの時限措置）

提案区分 A　権限移譲 提案分野 農地・農業

提案事項
（事項名）

経営所得安定対策等に係る「米の直接支払交付金」交付事務の国から都道府県への移譲

提案団体 兵庫県

管理番号 760

根拠法令等

経営所得安定対策等実施要綱

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 C　対応不可

　米の直接支払交付金については、米は諸外国との生産条件の格差から生じる不利はなく、また、潜在的な

生産力が需要量を上回っているなど政策的な問題があったため、「農林水産業・地域の活力創造プラン」（平

成25年12月農林水産業・地域の活力創造本部決定）において廃止を決定したところです。平成26年産米から

単価を7500円/10aに削減した上で平成29年産まで実施することとしたのは、この交付金を前提に、機械・施

設への投資を行ってきた農業者等がいたための激変緩和措置です。

　　このため、米の直接支払交付金について、新たに交付単価に差を設けるなど、これまでと異なる仕組みと

することは、激変緩和措置としての本交付金の性質からして適当ではありません。

　また、米の直接支払交付金は、全国一律の単価とすることにより、コスト削減等に取り組む地域においては

努力に応じて所得が向上する仕組みがとられているが、仮に、地域別の単価を設定することとした場合に

は、コスト削減等の努力をしない地域が、努力をした地域よりも多くの交付金を得ることにもなりかねず、逆に

不公平になると考えられます。

    なお、傾斜地などの条件不利地に対しては、水稲に限らず、水田・畑地を対象とした中山間地域等直接支

払を行っているところです。

各府省からの第１次回答

・国による基準が示されていれば、県が交付主体となっても支障は生じない。むしろ、地域を熟知する県の方

が適切な審査運用が可能である。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

【全国市長会】

提案団体の意見を十分に尊重されたい。

全国市長会・全国町村会からの意見

回答区分 C　対応不可

　米の直接支払交付金は、「農林水産業・地域の活力創造プラン」（平成25年12月農林水産業・地域の活力

創造本部決定）において、平成30年産から廃止することとされています。このような中で、平成26年産米から

単価を7500円/10aに削減した上で平成29年産まで実施することとしたのは、この交付金を前提に、機械・施

設への投資を行ってきた農業の担い手等がいたためで、４年間限りの激変緩和措置です。

　このため、提案内容のように、本制度の廃止までの間、都道府県が交付単価に差を設けるなど、これまで

と異なる仕組みにすることは、政府が決定した激変緩和措置を変更し、この激変緩和措置を前提に経営の

計画を立てている農業の担い手に対し、再度の経営計画の変更を余儀なくさせるものとなるため、激変緩和

措置の趣旨が実現できなくなることから、適当ではありません。

各府省からの第２次回答
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農林水産省　第２次回答

制度の所管･関係府省

農林水産省

求める措置の具体的内容

「食のモデル地域育成事業」に係る交付事務を国から都道府県へ移譲すること。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【現行】

地域で生産・製造される国産農林水産物や食品の消費拡大を図るための商品開発、販路拡大、人材育成等

に係る取組を支援する「食のモデル地域育成事業」では、農林水産省が公募、採択し、交付金は「食のモデ

ル地域実行協議会」に直接交付され、当該協議会に県が構成員となっていない場合は、都道府県の関与な

く事業が実施される。

【制度改正の必要性】

都道府県においては、特徴ある食品の加工技術の開発や、その生産者の育成に係る事業を展開しており、

また都道府県が展開している独自のブランド戦略との連携を図ることで、蓄積された技術情報やデータベー

スを有効に活用できることから、より効率的に事業を展開することが可能となるため、国から都道府県に事務

を移譲すべきである。

【支障事例】

具体的な支障事例として、本県では淡路島の農水産物・加工食品の生産・流通・観光・消費が一体となって、

食料生産拠点としての淡路島の魅力をさらに引き出すとともに、島内はもちろん京阪神などの大消費地での

新たな需要を開拓することを目的として、22年度に「食のブランド淡路島推進協議会」（事務局：洲本農林）を

設置し、ブランド推進戦略を展開してきた背景がある。一方で、25年度に淡路市や(株)パソナ等が構成メン

バーとなり、「淡路地域食のモデル構築協議会」を設立し、本事業を行っているが、同団体が本事業に採択さ

れたことについて後日に県に情報が入り、取組内容についても、県の「食のブランド淡路島推進協議会」と重

複する部分があり、県が本事業の交付事務を行っていれば、応募団体に対し既存団体との調整や県のブラ

ンド戦略等を指導することで、より効果的に事業展開が可能となったが、調整不足が見られた。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 農地・農業

提案事項
（事項名）

日本食・食文化魅力発信プロジェクト　日本の食魅力発見・利用促進事業のうち「食のモデル地域

育成事業」に係る交付事務の都道府県への移譲

提案団体 兵庫県

管理番号 761

根拠法令等

日本の食魅力再発見・利用促進事業実施要綱

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 C　対応不可

　本事業は「日本食・食文化魅力発信プロジェクト」の一貫として、成果を全国に広く発信することを目的に地

域でモデル的な取組を行う協議会の活動を補助するものであり、国として実施することが効果的な施策であ

ると考えています。

　なお、本事業では、地方の実情を反映するため、実施要領において、事業実施主体である協議会に地方公

共団体（都道府県又は市町村）の参画を必須としているところです。

各府省からの第１次回答

・国による基準が示されていれば、都道府県が交付主体となっても支障は生じない。むしろ、地域を熟知する

県の方が適切な審査運用が可能である。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

・都道府県が実施する農業振興事業との連携を図り効果を最大限に発揮する観点から問題があるため、事

務の簡素化や交付時期の柔軟な運用など、自由度をできるだけ高めたうえで、都道府県を実施主体にする

か、都道府県に交付すること

全国知事会からの意見

回答区分 C　対応不可

　前回お答えしましたように、本事業は、「日本食・食文化魅力発信プロジェクト」において、本事業で実施す

る地域のモデル的な取組について、その取組の成果などを全国に広く発信することを目的とする全国事業と

一体的に補助するものです。

　この目的を達成するために、国が公募により直接全国レベルのモデル性を有する事業主体を採択する仕

組みとしており、都道府県に交付事務を移譲することは困難と考えます。

　また、本事業では、地方の実情を反映するため、実施要領において、事業実施主体である協議会に地方公

共団体（都道府県又は市町村）の参画を必須としており、都道府県が推進する地産地消の取組をはじめとす

る農業振興事業との連携を図り、効果を最大限発揮することが可能な仕組みとなっております。

各府省からの第２次回答
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農林水産省　第２次回答

制度の所管･関係府省

農林水産省

求める措置の具体的内容

「空飛ぶ補助金」のうち食のモデル地域育成事業について、都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から

市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【制度改正の必要性等】

国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地

方の実情が反映されない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につなが

るなど、地方分権改革に逆行するものである。

特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量

で決定するとともに、都道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果

の高い事業とすることが必要である。

ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ

財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。

【地方移管を求める理由】

同趣旨の地産地消を県も推進しているため、県に移管すれば二重行政の解消になる。

また、県で一体的に実施した方がより事務の効率化が期待できる。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 農地・農業

提案事項
（事項名）

都道府県を介さない国の補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）について、都道府県への財源・権限

の移譲

提案団体 埼玉県

管理番号 919

根拠法令等

日本の食魅力発見・利用促進事業実施要綱

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 C　対応不可

　本事業は「日本食・食文化魅力発信プロジェクト」の一貫として、成果を全国に広く発信することを目的に地

域でモデル的な取組を行う協議会の活動を補助するものであり、国として実施することが効果的な施策であ

ると考えています。

　なお、本事業では、地方の実情を反映するため、実施要領において、事業実施主体である協議会に地方公

共団体（都道府県又は市町村）の参画を必須としているところです。

各府省からの第１次回答

　本事業は、国産農林水産物・食品や日本食・食文化の魅力を再発見し、全国に発信することを通じて、国

産農林水産物・食品の消費拡大に繋げることを目的に、地域の農林水産物の利用促進や全国レベルでの国

産農林水産物・食品の消費拡大に向けた取組等を、日本の食魅力再発見・利用促進事業により一体的かつ

総合的に推進するものである。また、地方の実情を反映するため、実施要領において、事業実施主体である

協議会に地方公共団体（都道府県又は市町村）の参画を必須としている。

　同趣旨の地産地消の取組は県も推進しているため、県に移管すれば二重行政の解消、事務の軽減になる

とともに、県で一体的に実施した方がより事務の効率化が期待できる。

　そのため、都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすべ

きである。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

・都道府県が実施する農業振興事業との連携を図り効果を最大限に発揮する観点から問題があるため、事

務の簡素化や交付時期の柔軟な運用など、自由度をできるだけ高めたうえで、都道府県を実施主体にする

か、都道府県に交付すること

【全国市長会】

市町村への交付分については、国の関与とは別に、都道府県の関与が新たに加わることや、申請等に係る

事務手続きの増加等への懸念もあることから、慎重に検討を行うべきである。

全国知事会からの意見

全国市長会・全国町村会からの意見

回答区分 C　対応不可

　前回お答えしましたように、本事業は、「日本食・食文化魅力発信プロジェクト」において、本事業で実施す

る地域のモデル的な取組について、その取組の成果などを全国に広く発信することを目的とする全国事業と

一体的に補助するものです。

　この目的を達成するために、国が公募により直接全国レベルのモデル性を有する事業主体を採択する仕

組みとしており、都道府県に交付事務を移譲することは困難と考えます。

　また、本事業では、地方の実情を反映するため、実施要領において、事業実施主体である協議会に地方公

共団体（都道府県又は市町村）の参画を必須としており、都道府県が推進する地産地消の取組をはじめとす

る農業振興事業との連携を図り、効果を最大限発揮することが可能な仕組みとなっております。

各府省からの第２次回答
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農林水産省　第２次回答

制度の所管･関係府省

農林水産省

求める措置の具体的内容

「空飛ぶ補助金」のうち農業基盤整備促進事業について、都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市

町村や民間事業者等へ補助する制度とすること

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【制度改正の必要性等】

国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地

方の実情が反映されない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につなが

るなど、地方分権改革に逆行するものである。

特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量

で決定するとともに、都道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果

の高い事業とすることが必要である。

ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ

財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。

【地方移管を求める理由】

市町村が単独で行うよりも、県と一体として実施した方が効果が期待できる。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 農地・農業

提案事項
（事項名）

都道府県を介さない国の補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）について、都道府県への財源・権限

の移譲

提案団体 埼玉県

管理番号 913

根拠法令等

農業基盤整備促進事業実施要綱

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 C　対応不可

　農業基盤整備促進事業は、我が国農業の競争力を強化するために、担い手への農地集積や農業の高付

加価値化を推進するという国の政策目標を達成するための事業であり、財源・権限を都道府県に移譲するこ

とはできない。

　なお、都道府県の農業政策や関連する事業の実施等とも整合を図るため、採択申請は都道府県経由とし

ているが、補助金の交付方法については、事業主体に直接交付するものと都道府県経由で交付するものと

を併用しているところであり、都道府県の判断に基づき、都道府県経由で交付することが可能である。

各府省からの第１次回答

  地域の実情に応じ迅速かつきめ細やかに農地や農業水利施設等の整備に対して補助する制度である。そ

のため、市町村が単独で行うよりも、県と一体として実施した方が効果が期待できる。

　また、国は全体の目標を掲げ、地域の事情により精通している県が直接対応することにより、直接交付・間

接交付の事務処理の煩雑化も無くなり、地域と連携して効率的に作業を進めることが可能である。

　今後は都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすべきで

ある。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

・国から民間団体等に直接交付される補助金等については、都道府県が実施する農業振興事業との連携を

図り効果を最大限に発揮する観点から問題があるため、事務の簡素化や交付時期の柔軟な運用など、自由

度をできるだけ高めたうえで、都道府県を実施主体にするか、都道府県に交付すること

【全国市長会】

市町村への交付分については、国の関与とは別に、都道府県の関与が新たに加わることや、申請等に係る

事務手続きの増加等への懸念もあることから、慎重に検討を行うべきである。

全国知事会からの意見

全国市長会・全国町村会からの意見

回答区分 C　対応不可

農業基盤整備促進事業は、国の政策目標を達成するために行っているものであり、財源・権限を都道府県

へ移譲することはできない。

各実施地区について、都道府県の農業政策や関連する事業の実施等とも整合を図る必要があるため、採択

申請については都道府県経由としているところであり、都道府県においては、採択申請時に各事業との調整

が可能である。なお、本事業は都道府県も事業実施主体となることが可能であり、地域の実情に応じて適切

に実施願いたい。（全国市長会からは、市町村への交付分については、国の関与とは別に、都道府県の関

与が新たに加わることから慎重に検討を行うべきとの意見も出されている。）

また、補助金の交付方法については、事業主体に直接交付するものと都道府県経由で交付するものとを併

用しているところであり、都道府県の判断に基づき、都道府県経由で交付することが可能としている。これ

は、事業の内容に応じてどちらの交付方法も希望する都道府県があることを踏まえた措置であり、地域の実

情に応じた制度になっている。

各府省からの第２次回答
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農林水産省　第２次回答

制度の所管･関係府省

農林水産省

求める措置の具体的内容

「空飛ぶ補助金」のうち環境保全型農業直接支援対策交付金について、都道府県へ財源・権限を移譲し、都

道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【制度改正の必要性等】

国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地

方の実情が反映されない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につなが

るなど、地方分権改革に逆行するものである。

特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量

で決定するとともに、都道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果

の高い事業とすることが必要である。

ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ

財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。

【地方移管を求める理由】

県で交付金を受け入れ、生産者への支払いを一本化することで、事務処理の効率化を図ることができる。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 農地・農業

提案事項
（事項名）

都道府県を介さない国の補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）について、都道府県への財源・権限

の移譲

提案団体 埼玉県

管理番号 914

根拠法令等

環境保全型農業直接支援対策実施要綱

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 C　対応不可

　環境保全型農業直接支払交付金については、平成27年度からは、農業の有する多面的機能の発揮の促

進に関する法律に基づき、国が作成する基本指針に即して、都道府県が基本方針を策定するとともに、市町

村は促進計画の策定及び農業者団体等の事業計画を認定することとしており、こうした国や地方公共団体

の方針・計画に即して実施されることとなります。

　このため、法律に基づき、引き続き、国の事業として実施することとなるが、交付ルートを、国から農業者へ

の直接交付から、国→都道府県→市町村→農業者団体等に一本化することとし、都道府県からの申請に基

づき、国は都道府県に必要とする額を交付する仕組みに見直すこととしています。また、農業者団体等から

はこれまで国費と市町村分に分けて提出されていた交付申請書が１つになることと等により、事務手続きの

負担の軽減も図られるものと考えています。

　なお、本制度においては、都道府県が地域の実情に応じた独自の取組を地域特認取組として申請できるも

のとなっており、その際には農業者への交付単価も含め設定できるなど、地方の裁量を活かした制度となっ

ています。

各府省からの第１次回答

　当該交付金は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律に基づき、国が作成する基本指針

に即して、都道府県が基本方針を策定するとともに、市町村は促進計画の策定及び農業者団体等の事業計

画を認定していることから、県で交付金を受け入れ、生産者への支払いを一本化することで、事務処理の効

率化を図ることができる。

　そのため、都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすべ

きである。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

・都道府県が実施する農業振興事業との連携を図り効果を最大限に発揮する観点から問題があるため、事

務の簡素化や交付時期の柔軟な運用など、自由度をできるだけ高めたうえで、都道府県を実施主体にする

か、都道府県に交付すること

【全国市長会】

市町村への交付分については、国の関与とは別に、都道府県の関与が新たに加わることや、申請等に係る

事務手続きの増加等への懸念もあることから、慎重に検討を行うべきである。

全国知事会からの意見

全国市長会・全国町村会からの意見

回答区分 C　対応不可各府省からの第２次回答
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　前回お答えしたように、環境保全型農業直接支払交付金については、平成27年度からは、農業の有する

多面的機能の発揮の促進に関する法律に基づき、国が作成する基本指針に即して、都道府県が基本方針

を策定するとともに、市町村は促進計画の策定及び農業者団体等の事業計画を認定することとしており、こ

うした国や地方公共団体の方針・計画に即して実施されることとなります。

　このため、法律に基づき、引き続き、国の事業として実施することとなるが、交付ルートを、国から農業者へ

の直接交付から、国→都道府県→市町村→農業者団体等に一本化することとし、都道府県からの申請に基

づき、国は都道府県に必要とする額を交付する仕組みに見直すこととしています。また、農業者団体等から

はこれまで国費と市町村分に分けて提出されていた交付申請書が１つになることと等により、事務手続きの

負担の軽減も図られるものと考えています。

　なお、本制度においては、都道府県が地域の実情に応じた独自の取組を地域特認取組として申請できるも

のとなっており、その際には農業者への交付単価も含め設定できるなど、地方の裁量を活かした制度となっ

ています。
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農林水産省　第２次回答

制度の所管･関係府省

農林水産省

求める措置の具体的内容

「空飛ぶ補助金」のうち果樹経営支援対策事業について、都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市

町村や民間事業者等へ補助する制度とすること

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【制度改正の必要性等】

国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地

方の実情が反映されない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につなが

るなど、地方分権改革に逆行するものである。

特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量

で決定するとともに、都道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果

の高い事業とすることが必要である。

ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ

財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。

【地方移管を求める理由】

産地の実情を把握している県が行うことで、より効率よく、効果的な事業実施が可能となる。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 農地・農業

提案事項
（事項名）

都道府県を介さない国の補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）について、都道府県への財源・権限

の移譲

提案団体 埼玉県

管理番号 922

根拠法令等

果実等生産出荷安定対策実施要綱

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 C　対応不可

　永年性作物であり、隔年結果等により需給バランスが崩れやすい果樹については、中長期的な需給見通し

に即した生産振興を図るとともに、全国的な需給動向に即した計画的な生産・出荷体制を確保することが必

要であることから、果樹農業振興特別措置法（果振法）に基づき、国は「果樹農業振興基本方針」を定めると

ともに、その推進を図るため、果樹経営支援対策事業を実施してきたところです。

　このため、本事業については、需給調整対策をはじめとして、全国各地の果樹の生産や需給を的確に把握

しつつ、全国一律のルールの下で実施する必要があることから、国の事業として行うこととしています。

　なお、本事業については、果振法に基づき、都道府県が定める「果樹農業振興計画」や、農家代表、農協、

市町村、県普及・行政組織等により構成される産地協議会が産地の特性や意向を踏まえて目指すべき姿を

定める「果樹産地構造改革計画」に沿って実施しているところです。

各府省からの第１次回答

　本事業は、果振法に基づき、都道府県が定める「果樹農業振興計画」や、農家代表、農協、市町村、県普

及・行政組織等により構成される産地協議会が産地の特性や意向を踏まえて目指すべき姿を定める「果樹

産地構造改革計画」に沿って実施している。

　そのため、産地に近く、実情をより詳しく把握している県が事業を実施することにより、産地と綿密な連携を

取り、より効果的で効率的な事業実施が可能となるため、県へ財源・権限を移譲すべきである。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

・都道府県が実施する農業振興事業との連携を図り効果を最大限に発揮する観点から問題があるため、事

務の簡素化や交付時期の柔軟な運用など、自由度をできるだけ高めたうえで、都道府県を実施主体にする

か、都道府県に交付すること

【全国市長会】

市町村への交付分については、国の関与とは別に、都道府県の関与が新たに加わることや、申請等に係る

事務手続きの増加等への懸念もあることから、慎重に検討を行うべきである。

全国知事会からの意見

全国市長会・全国町村会からの意見

回答区分 C　対応不可

　本事業の執行に際しては、各地域協議会が作成した事業実施計画について、果振法に基づき都道府県段

階に設立された法人が取りまとめの上で都道府県知事に協議を行い、その承認を受けることとしています。

　また、産地協議会が「果樹産地構造改革計画」を策定する際は、都道府県知事に協議を行い、当該県の

「果樹農業振興計画」に沿った内容であるか等の点からの審査・承認を受けることとしています。

　なお、本事業については、改植・未収益期間に対する支援を定額助成とするとともに、申請期間を年３回設

定するなど、産地の要望に応じた事務の簡素化や交付時期の柔軟な運用に努めてきたところです。

　このように、現行制度においても、都道府県の意向を十分に反映させた上で事業を執行することが可能で

す。

各府省からの第２次回答
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農林水産省　第２次回答

制度の所管･関係府省

農林水産省

求める措置の具体的内容

「空飛ぶ補助金」のうち茶改植等支援事業について、都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村

や民間事業者等へ補助する制度とすること

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【制度改正の必要性等】

国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地

方の実情が反映されない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重行政の拡大につなが

るなど、地方分権改革に逆行するものである。

特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地方の裁量

で決定するとともに、都道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実情に応じたより効果

の高い事業とすることが必要である。

ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都道府県へ

財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。

【地方移管を求める理由】

産地の実情を把握している県が行うことで、より効率よく、効果的な事業実施が可能となる。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 農地・農業

提案事項
（事項名）

都道府県を介さない国の補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）について、都道府県への財源・権限

の移譲

提案団体 埼玉県

管理番号 923

根拠法令等

果実等生産出荷安定対策実施要綱

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 C　対応不可

　茶改植等支援事業については、お茶の振興に関する法律（平成２３年法律第２１号）の制定とともに措置さ

れた事業であり、国内の茶の需要拡大や輸出拡大の取組と密接な関係があることから、国の助言・指導等

が直接的に可能となる直採事業として設計されたものです。

　茶については、産地が特定の地域に存在しており、産地ごとの規模も大きく異なることから、その事業量に

ついては、年度ごと、地域ごとに大きく変動します。

　全国の産地が、基本方針の下で一体となって茶の生産振興を図るためには、国が産地間・年度間調整をし

ながら事業を実施することが、効果的かつ効率的であると考えます。

各府省からの第１次回答

　当事業の支援対象者は、茶生産者グループに参画している支援対象者のうち、当該茶生産者グループご

とに、少なくとも１経営体以上が、「人・農地プラン」又は「経営再開マスタープラン」に中心となる経営体として

位置付けられ、又は位置付けられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借

り受けている、又は借り受けることが見込まれることとになっている。

　そこで、産地に近く、茶の生産の実情をより詳しく把握している県が事業を実施することにより、産地と綿密

な連携を取り、より効果的で効率的な事業実施が可能となる。

　そのため、都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすべ

きである。

　　

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

・都道府県が実施する農業振興事業との連携を図り効果を最大限に発揮する観点から問題があるため、事

務の簡素化や交付時期の柔軟な運用など、自由度をできるだけ高めたうえで、都道府県を実施主体にする

か、都道府県に交付すること

【全国市長会】

市町村への交付分については、国の関与とは別に、都道府県の関与が新たに加わることや、申請等に係る

事務手続きの増加等への懸念もあることから、慎重に検討を行うべきである。

全国知事会からの意見

全国市長会・全国町村会からの意見

回答区分 C　対応不可

　都道府県との施策連携を密に図るため、事業実施主体決定時において、都道府県に情報提供を行うよう

要綱等を改正します。

各府省からの第２次回答
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農林水産省　第２次回答

制度の所管･関係府省

環境省、経済産業省、農林水産省、厚生労働省、財務省

求める措置の具体的内容

事業者等の各都道府県内事務所への容器包装リサイクル法に基づく立入検査、報告徴収等以下の権限を、

必要となる人員、財源とともに、国から都道府県へ移譲すること。（大臣・知事の並行権限とする）

事業者等への立入検査、報告徴収

事業者等への指導、助言

事業者等への勧告、公表、命令

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【現行・支障事例】

本県の廃棄物処理計画では、リサイクル率の目標を定めているが、目標達成のために事業者を指導する権

限はないことから、報告徴収、立入検査を実施するにしても、国に協力を依頼しなければならない。また、立

入検査を実施したとしても、指導、助言等の権限が無ければ実効性がない。現状では、立入検査、報告徴収

等の権限がないため、支障があっても把握できない。（具体的に問題が表面化してから後追いで状況把握、

対応を行うなどすることを懸念し、提案するものである。）

【改正による効果】

都道府県内のすべての事務所に対する報告徴収、立入検査とあわせ、指導、助言等の権限についても都道

府県に移譲することで、元々廃棄物であり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく権限を有する県

として、適正に処理されているかどうかを確認することが可能となり、事業者への統一的な指導を実施するこ

とができる。また、大臣と並行権限とすることで、合同で立入検査を行うとともに、指導、助言、勧告、命令を

行うにあたり、事前に大臣と調整することで、統一的な運用を担保できるようにする。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 環境・衛生

提案事項
（事項名）

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に基づく権限の都道府県への移

譲

提案団体 兵庫県、和歌山県、鳥取県、徳島県

管理番号 773

根拠法令等

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第19条、第20条、第39条、第40条

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 C　対応不可

　特定事業者による再商品化義務の履行方法には、本法第21条第1項に基づく指定法人である公益財団法

人日本容器包装リサイクル協会への再商品化費用の支払いのほか、主務大臣の認定を得て自ら再商品化

を行う方法（法15条）及び主務大臣の認定を得て容器包装の自主回収を行う方法（法18条）が存在する。報

告徴収・立入検査、指導・助言、勧告・公表・命令等の措置は、各履行方法について整合的な判断を保ちつ

つ、広域的に活動している他の事業者の取組状況等も踏まえながら実施される必要があり、認定及び認定

の取消しの主体である国が、全国統一的な観点から実施することが適当であることから、これらの事務を地

方に移譲することは困難である。

各府省からの第１次回答

・廃掃法に基づく権限を有する県として、適正に処理されているかどうかを確認することが可能となり、事業

者への統一的な指導を実施することができる。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

手挙げ方式や社会実験による検討を求める。

全国知事会からの意見

回答区分 C　対応不可

○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の理念

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律第112号。以下「法」という。）

は、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品

化を促進するための措置を講ずること等により、一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じ

て、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健

全な発展に寄与することを目的とした法律である。

法律の制定の背景には、家庭等から排出される一般廃棄物の量が増大し、その最終処分場がひっ迫しつつ

ある等廃棄物処理をめぐる問題が深刻化していた状況に対処するため、従来、一般廃棄物として市町村に

おいて処理されてきた容器包装廃棄物について、拡大生産者責任の理念に基づき、その再商品化について

容器包装を利用・製造等する全国の事業者が責任を負うこととし、容器包装廃棄物について全国的なリサイ

クルシステムを構築することによって、社会全体で適正かつ円滑に容器包装廃棄物の再商品化等を進める

べきとの考えがあったところ。

特定事業者による再商品化義務の履行方法には、本法第21条第1項に基づく指定法人である公益財団法人

日本容器包装リサイクル協会への再商品化費用の支払いのほか、主務大臣の認定を得て自ら再商品化を

行う方法（法15条）及び主務大臣の認定を得て容器包装の自主回収を行う方法（法18条）が存在する。

また、法においては、全国の特定事業者に対して全国統一的観点から再商品化義務を均質に課しており、

全国の特定事業者によって、全国の容器包装廃棄物の再商品化を支えるシステムとなっている。

このため、法に基づく指導等の措置は、それぞれの履行方法による履行状況を踏まえつつ、移譲要望外と

なっている広域的に活動している他の事業者の取組状況等も踏まえながら実施される必要があり、認定及

び認定の取消しの主体である国が、全国の様々な取組状況等を勘案しつつ、全国統一的な観点から実施す

ることが適当であることから、これらの事務を地方に移譲することは困難である。

仮に、権限を移譲した場合の実態上の問題点についてはご別紙を参照されたい。

各府省からの第２次回答
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（別紙） 
 
二次回答【整理番号７７３】容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

に基づく権限の都道府県への移譲 
 
 
（１）容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の理念 
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律第 112 号。

以下「法」という。）は、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及びこれにより

得られた分別基準適合物の再商品化を促進するための措置を講ずること等により、一般廃

棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な

利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目

的とした法律である。 
法律の制定の背景には、家庭等から排出される一般廃棄物の量が増大し、その最終処分

場がひっ迫しつつある等廃棄物処理をめぐる問題が深刻化していた状況に対処するため、

従来、一般廃棄物として市町村において処理されてきた容器包装廃棄物について、拡大生

産者責任の理念に基づき、その再商品化について容器包装を利用・製造等する全国の事業

者が責任を負うこととし、容器包装廃棄物について全国的なリサイクルシステムを構築す

ることによって、社会全体で適正かつ円滑に容器包装廃棄物の再商品化等を進めるべきと

の考えがあったところ。 
特定事業者による再商品化義務の履行方法には、本法第 21 条第 1 項に基づく指定法人で

ある公益財団法人日本容器包装リサイクル協会への再商品化費用の支払いのほか、主務大

臣の認定を得て自ら再商品化を行う方法（法 15 条）及び主務大臣の認定を得て容器包装の

自主回収を行う方法（法 18 条）が存在する。 
また、法においては、全国の特定事業者に対して全国統一的観点から再商品化義務を均

質に課しており、全国の特定事業者によって、全国の容器包装廃棄物の再商品化を支える

システムとなっている。 
このため、法に基づく指導等の措置は、それぞれの履行方法による履行状況を踏まえつ

つ、移譲要望外となっている広域的に活動している他の事業者の取組状況等も踏まえなが

ら実施される必要があり、認定及び認定の取消しの主体である国が、全国の様々な取組状

況等を勘案しつつ、全国統一的な観点から実施することが適当であることから、これらの

事務を地方に移譲することは困難である。 
 

（２）仮に、権限を移譲した場合の実態上の問題点 
仮に、貴県内にのみ事業所を有する特定事業者等に対する指導・監督権限について、国

から貴県に権限を移譲した場合、実態上の問題点として、以下のような事態が生じるおそ
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れがある。 
① 特定事業者等が他の都道府県に事業所を設けた場合、貴県は当該事業者に係る従来

から貴県に存在する事業所に対する指導等の権限を失うこととなるため、各都道府県

と国との間において事業所の有無について常に確認し合う必要が生じ、現在の国によ

る対応と比較して行政コストは増大し、迅速性は阻害される。 
② 貴県が認定特定事業者等の事業所に立ち入った結果、法違反事実を認めたとしても、

認定の取消しに係る行政処分を行う権限は引き続き国が有するため、国がその判断を

行うための情報を得るために都道府県への照会、協力要請等が必要となることから、

現在の国による立入検査の対応と比較して行政コストは増大し迅速性が阻害される。 
③ 全国統一的な観点からの指導等の実施を担保するためには、国との調整等が不可欠

となるが、現在の国による一括的対応と比較して、行政コストは増大し迅速性が阻害

される。 
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農林水産省　第２次回答

制度の所管･関係府省

環境省、経済産業省、農林水産省、厚生労働省、財務省

求める措置の具体的内容

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に基づく報告・立入検査・指導・助言および

勧告・命令に係る事務・権限の広域連合への移譲を求める（事業所が複数ある場合はそのすべてが広域連

合の区域内にある場合に限る。）

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

３Ｒ等に関する消費者への啓発は各府県・市町村が実施し、法律上再生利用・再資源化の責任を負う事業

者への指導は国が行っているため、一連の施策としての連携が取りにくい状況にある。

事業所が一の府県の区域を越えて存在する場合は、事務・権限を広域連合へ移譲することにより、事務の

効率化を図ることができる。また、各府県・市町村の３Ｒ等への取組との連携が可能となる。

なお、事務・権限の移譲にあたっては財源、人材等の移管が前提となる。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 環境・衛生

提案事項
（事項名）

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に基づく権限の広域連合への移

譲

提案団体 関西広域連合

管理番号 974

根拠法令等

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の5、第7条の7,第19条,第20条,第39条,

第40条

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 C　対応不可

　特定事業者による再商品化義務の履行方法には、本法第21条第1項に基づく指定法人である公益財団法

人日本容器包装リサイクル協会への再商品化費用の支払いのほか、主務大臣の認定を得て自ら再商品化

を行う方法（法15条）及び主務大臣の認定を得て容器包装の自主回収を行う方法（法18条）が存在する。報

告徴収・立入検査、指導・助言、勧告・命令等の措置は、各履行方法について整合的な判断を保ちつつ、広

域的に活動している他の事業者の取組状況等も踏まえながら実施される必要があり、認定及び認定の取消

しの主体である国が、全国統一的な観点から実施することが適当であることから、これらの事務を地方に移

譲することは困難である。

各府省からの第１次回答

　現在、各地方農政局に委任されている報告徴収・立入検査に関しては、従前より一都道府県を越えない場

合は各都道府県への移譲も検討可能とされてきたものであり、これを関西広域連合の区域内に拡大しても

条件の違いはないと考える。

　また、指導・助言、勧告・命令等の措置については、国による統一性の確保のための基準の設定および専

門的・技術的な支援があれば、広域連合でも対応は可能と考える。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

手挙げ方式や社会実験による検討を求める。

全国知事会からの意見

回答区分 C　対応不可

○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の理念

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律第112号。以下「法」という。）

は、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品

化を促進するための措置を講ずること等により、一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じ

て、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健

全な発展に寄与することを目的とした法律である。

法律の制定の背景には、家庭等から排出される一般廃棄物の量が増大し、その最終処分場がひっ迫しつつ

ある等廃棄物処理をめぐる問題が深刻化していた状況に対処するため、従来、一般廃棄物として市町村に

おいて処理されてきた容器包装廃棄物について、拡大生産者責任の理念に基づき、その再商品化について

容器包装を利用・製造等する全国の事業者が責任を負うこととし、容器包装廃棄物について全国的なリサイ

クルシステムを構築することによって、社会全体で適正かつ円滑に容器包装廃棄物の再商品化等を進める

べきとの考えがあったところ。

特定事業者による再商品化義務の履行方法には、本法第21条第1項に基づく指定法人である公益財団法人

日本容器包装リサイクル協会への再商品化費用の支払いのほか、主務大臣の認定を得て自ら再商品化を

行う方法（法15条）及び主務大臣の認定を得て容器包装の自主回収を行う方法（法18条）が存在する。

また、法においては、全国の特定事業者に対して全国統一的観点から再商品化義務を均質に課しており、

全国の特定事業者によって、全国の容器包装廃棄物の再商品化を支えるシステムとなっている。

このため、法に基づく指導等の措置は、それぞれの履行方法による履行状況を踏まえつつ、移譲要望外と

なっている広域的に活動している他の事業者の取組状況等も踏まえながら実施される必要があり、認定及

び認定の取消しの主体である国が、全国の様々な取組状況等を勘案しつつ、全国統一的な観点から実施す

ることが適当であることから、これらの事務を地方に移譲することは困難である。

仮に、権限を移譲した場合の実態上の問題点については別紙をご参照されたい。

各府省からの第２次回答
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（別紙） 
 
二次回答【整理番号９７４】容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

に基づく権限の都道府県への移譲 
 
 
（１）容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の理念 
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律第 112 号。

以下「法」という。）は、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及びこれにより

得られた分別基準適合物の再商品化を促進するための措置を講ずること等により、一般廃

棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な

利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目

的とした法律である。 
法律の制定の背景には、家庭等から排出される一般廃棄物の量が増大し、その最終処分

場がひっ迫しつつある等廃棄物処理をめぐる問題が深刻化していた状況に対処するため、

従来、一般廃棄物として市町村において処理されてきた容器包装廃棄物について、拡大生

産者責任の理念に基づき、その再商品化について容器包装を利用・製造等する全国の事業

者が責任を負うこととし、容器包装廃棄物について全国的なリサイクルシステムを構築す

ることによって、社会全体で適正かつ円滑に容器包装廃棄物の再商品化等を進めるべきと

の考えがあったところ。 
特定事業者による再商品化義務の履行方法には、本法第 21 条第 1 項に基づく指定法人で

ある公益財団法人日本容器包装リサイクル協会への再商品化費用の支払いのほか、主務大

臣の認定を得て自ら再商品化を行う方法（法 15 条）及び主務大臣の認定を得て容器包装の

自主回収を行う方法（法 18 条）が存在する。 
また、法においては、全国の特定事業者に対して全国統一的観点から再商品化義務を均

質に課しており、全国の特定事業者によって、全国の容器包装廃棄物の再商品化を支える

システムとなっている。 
このため、法に基づく指導等の措置は、それぞれの履行方法による履行状況を踏まえつ

つ、移譲要望外となっている広域的に活動している他の事業者の取組状況等も踏まえなが

ら実施される必要があり、認定及び認定の取消しの主体である国が、全国の様々な取組状

況等を勘案しつつ、全国統一的な観点から実施することが適当であることから、これらの

事務を地方に移譲することは困難である。 
 

（２）仮に、権限を移譲した場合の実態上の問題点 
仮に、貴広域連合内にのみ事業所を有する特定事業者等に対する指導・監督権限につい

て、国から貴県に権限を移譲した場合、実態上の問題点として、以下のような事態が生じ
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るおそれがある。 
① 特定事業者等が他の都道府県に事業所を設けた場合、貴広域連合は当該事業者に係

る従来から貴県に存在する事業所に対する指導等の権限を失うこととなるため、各都

道府県と国との間において事業所の有無について常に確認し合う必要が生じ、現在の

国による対応と比較して行政コストは増大し、迅速性は阻害される。 
② 貴広域連合が認定特定事業者等の事業所に立ち入った結果、法違反事実を認めたと

しても、認定の取消しに係る行政処分を行う権限は引き続き国が有するため、国がそ

の判断を行うための情報を得るために都道府県への照会、協力要請等が必要となるこ

とから、現在の国による立入検査の対応と比較して行政コストは増大し迅速性が阻害

される。 
③ 全国統一的な観点からの指導等の実施を担保するためには、国との調整等が不可欠

となるが、現在の国による一括的対応と比較して、行政コストは増大し迅速性が阻害

される。 
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農林水産省　第２次回答

制度の所管･関係府省

環境省、経済産業省、農林水産省、厚生労働省、財務省

求める措置の具体的内容

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に基づく国の報告・立入検査・勧告・命令に

係る事務・権限を都道府県へ移譲する。

なお、各自治体、地域の状況は様々であることから希望する都道府県の手上げ方式とする。

権限の移譲を受けた都道府県は、希望する市町村に一般廃棄物処理関係の権限を移譲できるものとする。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

廃棄物処理法に基づく指導監督や３Ｒ等に関する消費者への啓発等は都道府県・市町村が実施している一

方、各種リサイクル法に基づく事業者への指導監督は国が行っており、一連の施策としての連携が取りにく

い状況にある。

また、国の各府省が共管していることにより、縦割り行政の弊害が生じるおそれがある。

そのため、事業所が一の都道府県の区域内のみにある場合は、事務・権限を都道府県、市町村に移譲する

ことで、事務の効率化を図ることが可能である。

その際、権限に係る事務処理基準、財源、人材等について併せて国から措置することが必要である。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 環境・衛生

提案事項
（事項名）

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に基づく報告・立入検査・勧告・命

令に係る事務・権限の移譲

提案団体 鳥取県

管理番号 978

根拠法令等

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の5、第19～20条、第39～40条

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 C　対応不可

　特定事業者による再商品化義務の履行方法には、本法第21条第1項に基づく指定法人である公益財団法

人日本容器包装リサイクル協会への再商品化費用の支払いのほか、主務大臣の認定を得て自ら再商品化

を行う方法（法15条）及び主務大臣の認定を得て容器包装の自主回収を行う方法（法18条）が存在する。報

告徴収・立入検査、勧告・命令等の措置は、各履行方法について整合的な判断を保ちつつ、広域的に活動し

ている他の事業者の取組状況等も踏まえながら実施される必要があり、認定及び認定の取消しの主体であ

る国が、全国統一的な観点から実施することが適当であることから、これらの事務を地方に移譲することは

困難である。

各府省からの第１次回答

　廃棄物処理法に基づく産業廃棄物や一般廃棄物の処理に関する報告徴収・立入検査、指導・命令等の一

連の是正措置については、国が示した事務処理基準や通知等を踏まえて全国統一的な観点を考慮しつつ、

従前から都道府県又は市町村が実施している。同様に、容器包装リサイクル法に基づく事務についても、国

が事務処理基準等を示すことで都道府県・市町村による実施が可能であり、廃棄物処理法に基づく権限と一

体的に運用することで事務の効率化につながることから、移譲が必要である。

　なお、法第１５条又は第１８条に基づく認定を受けて再商品化を行っている事業者はごく限られており、大多

数は国の認定を受けずに指定法人への支払いによって義務を履行しているものと認識している。（指定法人

への支払い業者：７４、３７１者、自主回収認定業者：７０者（H25.09.19中央環境審議会容器包装の３Ｒ推進に

関する小委員会資料））

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

手挙げ方式や社会実験による検討を求める。

【全国市長会】

権限を受けた都道府県から市へ権限を移譲する場合は、手上げ方式による移譲を求める。

全国知事会からの意見

全国市長会・全国町村会からの意見

回答区分 C　対応不可

○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の理念

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律第112号。以下「法」という。）

は、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品

化を促進するための措置を講ずること等により、一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じ

て、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健

全な発展に寄与することを目的とした法律である。

法律の制定の背景には、家庭等から排出される一般廃棄物の量が増大し、その最終処分場がひっ迫しつつ

ある等廃棄物処理をめぐる問題が深刻化していた状況に対処するため、従来、一般廃棄物として市町村に

おいて処理されてきた容器包装廃棄物について、拡大生産者責任の理念に基づき、その再商品化について

容器包装を利用・製造等する全国の事業者が責任を負うこととし、容器包装廃棄物について全国的なリサイ

クルシステムを構築することによって、社会全体で適正かつ円滑に容器包装廃棄物の再商品化等を進める

べきとの考えがあったところ。

特定事業者による再商品化義務の履行方法には、本法第21条第1項に基づく指定法人である公益財団法人

日本容器包装リサイクル協会への再商品化費用の支払いのほか、主務大臣の認定を得て自ら再商品化を

行う方法（法15条）及び主務大臣の認定を得て容器包装の自主回収を行う方法（法18条）が存在する。

また、法においては、全国の特定事業者に対して全国統一的観点から再商品化義務を均質に課しており、

各府省からの第２次回答
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全国の特定事業者によって、全国の容器包装廃棄物の再商品化を支えるシステムとなっている。

このため、法に基づく指導等の措置は、それぞれの履行方法による履行状況を踏まえつつ、移譲要望外と

なっている広域的に活動している他の事業者の取組状況等も踏まえながら実施される必要があり、認定及

び認定の取消しの主体である国が、全国の様々な取組状況等を勘案しつつ、全国統一的な観点から実施す

ることが適当であることから、これらの事務を地方に移譲することは困難である。

仮に、権限を移譲した場合の実態上の問題点については別紙をご参照されたい。
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（別紙） 
 
二次回答【整理番号９７８】容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

に基づく権限の都道府県への移譲 
 
 
（１）容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の理念 
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律第 112 号。

以下「法」という。）は、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及びこれにより

得られた分別基準適合物の再商品化を促進するための措置を講ずること等により、一般廃

棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な

利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目

的とした法律である。 
法律の制定の背景には、家庭等から排出される一般廃棄物の量が増大し、その最終処分

場がひっ迫しつつある等廃棄物処理をめぐる問題が深刻化していた状況に対処するため、

従来、一般廃棄物として市町村において処理されてきた容器包装廃棄物について、拡大生

産者責任の理念に基づき、その再商品化について容器包装を利用・製造等する全国の事業

者が責任を負うこととし、容器包装廃棄物について全国的なリサイクルシステムを構築す

ることによって、社会全体で適正かつ円滑に容器包装廃棄物の再商品化等を進めるべきと

の考えがあったところ。 
特定事業者による再商品化義務の履行方法には、本法第 21 条第 1 項に基づく指定法人で

ある公益財団法人日本容器包装リサイクル協会への再商品化費用の支払いのほか、主務大

臣の認定を得て自ら再商品化を行う方法（法 15 条）及び主務大臣の認定を得て容器包装の

自主回収を行う方法（法 18 条）が存在する。 
また、法においては、全国の特定事業者に対して全国統一的観点から再商品化義務を均

質に課しており、全国の特定事業者によって、全国の容器包装廃棄物の再商品化を支える

システムとなっている。 
このため、法に基づく指導等の措置は、それぞれの履行方法による履行状況を踏まえつ

つ、移譲要望外となっている広域的に活動している他の事業者の取組状況等も踏まえなが

ら実施される必要があり、認定及び認定の取消しの主体である国が、全国の様々な取組状

況等を勘案しつつ、全国統一的な観点から実施することが適当であることから、これらの

事務を地方に移譲することは困難である。 
 

（２）仮に、権限を移譲した場合の実態上の問題点 
仮に、貴県内にのみ事業所を有する特定事業者等に対する指導・監督権限について、国

から貴県に権限を移譲した場合、実態上の問題点として、以下のような事態が生じるおそ
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れがある。 
① 特定事業者等が他の都道府県に事業所を設けた場合、貴県は当該事業者に係る従来

から貴県に存在する事業所に対する指導等の権限を失うこととなるため、都道府県と

国において事業所の有無について常に確認し合う必要が生じ、現在の国による対応と

比較して行政コストの増大し、迅速性は阻害される。 
② 貴県が認定特定事業者等の事業所に立ち入った結果、法違反事実を認めたとしても、

認定の取消しに係る行政処分を行う権限は引き続き国が有するため、国がその判断を

行うための情報を得るために都道府県への照会、協力要請等が必要となることから、

現在の国による立入検査の対応と比較して行政コストの増大し迅速性が阻害される。 
③ 全国統一的な観点からの指導等の実施を担保するためには、国との調整等が不可欠

となるが、現在の国による一括的対応と比較して、行政コストが増大し迅速性が阻害

される。 
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農林水産省　第２次回答

制度の所管･関係府省

農林水産省、環境省、経済産業省、国土交通省、財務省、厚生労働省

求める措置の具体的内容

事業者等の各都道府県内事務所への食品リサイクル法に基づく立入検査、報告徴収等以下の権限を、必要

となる人員、財源とともに、国から都道府県へ移譲すること。（大臣・知事の並行権限とする）

事業者等への立入検査、報告徴収

事業者等への指導、公表、助言

事業者等への勧告、命令

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【現行・支障事例】

本県の廃棄物処理計画では、リサイクル率の目標を定めているが、目標達成のために事業者を指導する権

限はないことから、報告徴収、立入検査を実施するにしても、国に協力を依頼しなければならない。また、立

入検査を実施したとしても、指導、助言等の権限が無ければ実効性がない。現状では、立入検査、報告徴収

等の権限がないため、支障があっても把握できない。（具体的に問題が表面化してから後追いで状況把握、

対応を行うなどすることを懸念し、提案するものである。）

【改正による効果】

都道府県内のすべての事務所に対する報告徴収、立入検査とあわせ、指導、助言等の権限についても都道

府県に移譲することで、元々廃棄物であり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく権限を有する県

として、適正に処理されているかどうかを確認することが可能となり、事業者への統一的な指導を実施するこ

とができる。また、大臣と並行権限とすることで、合同で立入検査を行うとともに、指導、助言、勧告、命令を

行うにあたり、事前に大臣と調整することで、統一的な運用を担保できるようにする。審議会の意見聴取につ

いても、主務大臣が行うこととする。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 環境・衛生

提案事項
（事項名）

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく権限の都道府県への移譲

提案団体 兵庫県、和歌山県、鳥取県、徳島県

管理番号 775

根拠法令等

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第８条、第10条、第24条

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 C　対応不可

　報告徴収・立入検査、指導・公表・助言、勧告・命令等の一連の是正措置は、食品リサイクル法の法目的を

達成するため、他の事業者の取組状況や、近隣の県域も含めた再生利用事業者の状況など、食品循環資

源を取り巻くその時点における全国的な状況も踏まえながら、全国統一的な観点から実施される必要があ

り、引き続き国による実施が求められることから、これらの権限を地方に移譲することは困難である。

各府省からの第１次回答

 ・廃掃法に基づく権限を有する県として、適正に処理されているかどうかを確認することが可能となり、事業

者への統一的な指導を実施することができる。　

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

手挙げ方式や社会実験による検討を求める。

全国知事会からの意見

回答区分 C　対応不可

○食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の理念

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成12年法律第116号。以下、「法」という。）は、食品の

売れ残りや食べ残しにより、又は食品の製造過程において大量に発生している食品残さについて、国の基

本方針及び食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定め、当該事項を遵守させるための措置を講

ずるとともに、再生利用事業者の登録制度その他食品循環資源の再生利用等を促進するための措置を講

ずることにより、食品に係る資源の有効な利用の確保及び食品に係る廃棄物の排出の抑制を図るとともに、

食品の製造等の事業の健全な発展を促進し、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与す

ることを目的とした法律である。

法律の制定の背景には、廃棄物の最終処分場のひっ迫等、廃棄物問題に係る深刻化が進む中で、食品の

製造等の過程等において生ずる食品残さが大量に排出され、資源として有効利用できるにもかかわらず、そ

の大部分が焼却されていた状況を踏まえ、国全体で食品残さの再生利用等の促進を図るため、国が全国的

な食品残さの発生状況等を踏まえながら、全国統一的な観点から取り組むべき目標等を定めつつ、全国の

事業者に対して取組を促していくべきとの考えがあったところ。

食品関連事業者は、主務大臣が定める判断の基準となるべき事項に従い、再生利用に取り組むこととされ

ている。判断の基準となるべき事項には、再生利用等の実施の原則、食品循環資源の再生利用等の実施に

関する目標、発生抑制の方法等について定められており、この事項は、食品廃棄物等を多量に発生させる

食品関連事業者が、主務大臣に毎年度報告する、食品廃棄物等の発生量や再生利用等の取組状況を踏ま

えて決定される。

また、食品リサイクルを促進するため、食品循環資源の肥料化等を行う事業者等に対しては、廃棄物処理法

の特例を設けている。これは、食品残さは散在する食品関連事業者の事業場で少量ずつ排出されるという

特性を有している一方、再資源化を効率的に行っていくためにはある程度のまとまりが必要である中、市町

村ごとに必要とされる廃棄物処理法上の許可を不要とすることで、広域にわたる事業場から再生利用事業を

行う者が食品残さを調達しやすくするという考えに基づくものである。

したがって、本法は、住民に最も身近な市町村単位で、地域の実情に応じて適正に処理されることとなる一

般廃棄物処理や、都道府県等の一定の規制の下、民民間の自由な競争・契約によって処理される産業廃棄

物処理とは異なり、国が、全国規模で製造、流通、消費される食品及びその廃棄物の現状について把握し、

国の基本方針及び食品関連事業の判断の基準となるべき事項等を検討する必要がある。

これらの食品リサイクル法の目的やその性質を鑑みれば、食品関連事業者等の義務の履行状況等にかか

る指導・監督権限について、都道府県や市町村の区域で細分化して実施することとする場合には同法に基

各府省からの第２次回答
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づく制度全体を根本から変更しなければならないと考えられる。

仮に、権限を移譲した場合の実態上の問題点については別紙をご参照されたい。

297



（別紙） 
 
二次回答【整理番号７７５】食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく権限

の都道府県への移譲 
 
（１）食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の理念 
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成 12 年法律第 116 号。以下、「法」

という。）は、食品の売れ残りや食べ残しにより、又は食品の製造過程において大量に発生

している食品残さについて、国の基本方針及び食品関連事業者の判断の基準となるべき事

項を定め、当該事項を遵守させるための措置を講ずるとともに、再生利用事業者の登録制

度その他食品循環資源の再生利用等を促進するための措置を講ずることにより、食品に係

る資源の有効な利用の確保及び食品に係る廃棄物の排出の抑制を図るとともに、食品の製

造等の事業の健全な発展を促進し、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄

与することを目的とした法律である。 
法律の制定の背景には、廃棄物の最終処分場のひっ迫等、廃棄物問題に係る深刻化が進

む中で、食品の製造等の過程等において生ずる食品残さが大量に排出され、資源として有

効利用できるにもかかわらず、その大部分が焼却されていた状況を踏まえ、国全体で食品

残さの再生利用等の促進を図るため、国が全国的な食品残さの発生状況等を踏まえながら、

全国統一的な観点から取り組むべき目標等を定めつつ、全国の事業者に対して取組を促し

ていくべきとの考えがあったところ。 
食品関連事業者は、主務大臣が定める判断の基準となるべき事項に従い、再生利用に取

り組むこととされている。判断の基準となるべき事項には、再生利用等の実施の原則、食

品循環資源の再生利用等の実施に関する目標、発生抑制の方法等について定められており、

この事項は、食品廃棄物等を多量に発生させる食品関連事業者が、主務大臣に毎年度報告

する、食品廃棄物等の発生量や再生利用等の取組状況を踏まえて決定される。 
また、食品リサイクルを促進するため、食品循環資源の肥料化等を行う事業者等に対し

ては、廃棄物処理法の特例を設けている。これは、食品残さは散在する食品関連事業者の

事業場で少量ずつ排出されるという特性を有している一方、再資源化を効率的に行ってい

くためにはある程度のまとまりが必要である中、市町村ごとに必要とされる廃棄物処理法

上の許可を不要とすることで、広域にわたる事業場から再生利用事業を行う者が食品残さ

を調達しやすくするという考えに基づくものである。 
したがって、本法は、住民に最も身近な市町村単位で、地域の実情に応じて適正に処理

されることとなる一般廃棄物処理や、都道府県等の一定の規制の下、民民間の自由な競争・

契約によって処理される産業廃棄物処理とは異なり、国が、全国規模で製造、流通、消費

される食品及びその廃棄物の現状について把握し、国の基本方針及び食品関連事業の判断

の基準となるべき事項等を検討する必要がある。 
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これらの食品リサイクル法の目的やその性質を鑑みれば、食品関連事業者等の義務の履

行状況等にかかる指導・監督権限について、都道府県や市町村の区域で細分化して実施す

ることとする場合には同法に基づく制度全体を根本から変更しなければならないと考えら

れる。 
 
（２）仮に、権限を移譲した場合の実態上の問題点 
仮に、貴県が、食品関連事業者等に立入検査を実施した場合、 
① 食品関連事業者等が他の都道府県に事業所を設けた場合、貴県は当該事業者に係る従

来から貴県に存在する事業所に対する指導等の権限を失うこととなるため、都道府県

に権限を委譲する場合には、他の都道府県への事業所の設置について事業者からの報

告やこのことについて都道府県と国において情報共有するなど新たな行政手続等を

必要とするため、結果的に現在の国による対応と比較して行政コストが増大する懸念

がある。 
② 再生利用事業計画の認定に関しては、食品循環資源を用いた特定肥飼料等の製造から

利用、それにより生産された農畜水産物等の利用についての一連の計画を認定してい

る。そのため、再生利用事業計画に基づき行われる食品循環資源の再生利用について

は、参加業者や施設、事業範囲について一定程度の広がりが想定され、複数の都道府

県での処理において、一連の処理として整合がとれているかの確認が必要であり、一

の都道府県が対応することが困難な場合が想定される同様に、食品関連事業者におい

て、熱回収が認められる条件の１つとして、食品残さを排出する事業場から 75km 圏

内に再生利用施設が存在しないこと等があるが、この判断についても、一の都道府県

が対応することが困難な場合が想定される。仮に、都道府県等間の照会･協力要請等

で対応するとしても、複数の都道府県の間でその都度相互に確認し合う必要が生じ、

現在の農林水産省及び環境省を中心とした立入検査の対応と比較して、かえって行政

コストが増大する懸念がある。 
③ 貴県が登録再生利用事業者や認定事業者等の事業所に立ち入った結果、法違反事実を

認めたとしても、登録及び認定の取消しに係る行政処分を行う権限は引き続き国が有

するため、国がその判断を行うための情報を得るために都道府県への照会、協力要請

等が必要となることから、現在の国による立入検査の対応と比較して行政コストが増

大する。 
④ 食品関連事業者による再生利用等の実施、登録再生利用事業者による再生利用事業の

実施、認定事業者による再生利用事業計画に基づく事業の実施は、それぞれ、食品関

連事業者の判断基準、再生利用事業を行う者の登録に関する省令、再生利用事業計画

の認定に関する省令等に沿ったものとなっているが、全国統一的な観点からの指導等

の実施を担保するためには、国への照会や関係自治体の間で調整等を行う必要が生じ、

現在の国による一括的対応と比較して行政コストの増大が懸念される。 
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農林水産省　第２次回答

制度の所管･関係府省

農林水産省、環境省、経済産業省、国土交通省、財務省、厚生労働省

求める措置の具体的内容

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく報告・立入検査・指導・助言および勧告・命令に係

る事務・権限の広域連合への移譲を求める（事業所が複数ある場合はそのすべてが広域連合の区域内にあ

る場合に限る。）

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

　３Ｒ等に関する消費者への啓発は各府県・市町村が実施し、法律上再生利用・再資源化の責任を負う事業

者への指導は国が行っているため、一連の施策としての連携が取りにくい状況にある。

　事業所が一の府県の区域を越えて存在する場合は、事務・権限を広域連合へ移譲することにより、事務の

効率化を図ることができる。また、各府県・市町村の３Ｒ等への取組との連携が可能となる。

　なお、事務・権限の移譲にあたっては財源、人材等の移管が前提となる。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 環境・衛生

提案事項
（事項名）

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく権限の広域連合への移譲

提案団体 関西広域連合

管理番号 975

根拠法令等

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第8条,第10条,第24条第1項から第3項

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 C　対応不可

　報告徴収・立入検査、指導・公表・助言、勧告・命令等の一連の是正措置は、食品リサイクル法の法目的を

達成するため、他の事業者の取組状況や、近隣の県域も含めた再生利用事業者の状況など、食品循環資

源を取り巻くその時点における全国的な状況も踏まえながら、全国統一的な観点から実施される必要があ

り、引き続き国による実施が求められることから、これらの権限を地方に移譲することは困難である。

各府省からの第１次回答

　現在、各地方農政局に委任されている報告徴収・立入検査に関しては、従前より一都道府県を越えない場

合は各都道府県への移譲も検討可能とされてきたものであり、これを関西広域連合の区域内に拡大しても

条件の違いはないと考える。

　また、指導・助言、勧告・命令等の措置については、国による統一性の確保のための基準の設定および専

門的・技術的な支援があれば、広域連合でも対応は可能と考える。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

手挙げ方式や社会実験による検討を求める。

全国知事会からの意見

回答区分 C　対応不可

○食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の理念

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成12年法律第116号。以下、「法」という。）は、食品の

売れ残りや食べ残しにより、又は食品の製造過程において大量に発生している食品残さについて、国の基

本方針及び食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定め、当該事項を遵守させるための措置を講

ずるとともに、再生利用事業者の登録制度その他食品循環資源の再生利用等を促進するための措置を講

ずることにより、食品に係る資源の有効な利用の確保及び食品に係る廃棄物の排出の抑制を図るとともに、

食品の製造等の事業の健全な発展を促進し、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与す

ることを目的とした法律である。

法律の制定の背景には、廃棄物の最終処分場のひっ迫等、廃棄物問題に係る深刻化が進む中で、食品の

製造等の過程等において生ずる食品残さが大量に排出され、資源として有効利用できるにもかかわらず、そ

の大部分が焼却されていた状況を踏まえ、国全体で食品残さの再生利用等の促進を図るため、国が全国的

な食品残さの発生状況等を踏まえながら、全国統一的な観点から取り組むべき目標等を定めつつ、全国の

事業者に対して取組を促していくべきとの考えがあったところ。

食品関連事業者は、主務大臣が定める判断の基準となるべき事項に従い、再生利用に取り組むこととされ

ている。判断の基準となるべき事項には、再生利用等の実施の原則、食品循環資源の再生利用等の実施に

関する目標、発生抑制の方法等について定められており、この事項は、食品廃棄物等を多量に発生させる

食品関連事業者が、主務大臣に毎年度報告する、食品廃棄物等の発生量や再生利用等の取組状況を踏ま

えて決定される。

また、食品リサイクルを促進するため、食品循環資源の肥料化等を行う事業者等に対しては、廃棄物処理法

の特例を設けている。これは、食品残さは散在する食品関連事業者の事業場で少量ずつ排出されるという

特性を有している一方、再資源化を効率的に行っていくためにはある程度のまとまりが必要である中、市町

村ごとに必要とされる廃棄物処理法上の許可を不要とすることで、広域にわたる事業場から再生利用事業を

行う者が食品残さを調達しやすくするという考えに基づくものである。

したがって、本法は、住民に最も身近な市町村単位で、地域の実情に応じて適正に処理されることとなる一

般廃棄物処理や、都道府県等の一定の規制の下、民民間の自由な競争・契約によって処理される産業廃棄

物処理とは異なり、国が、全国規模で製造、流通、消費される食品及びその廃棄物の現状について把握し、

国の基本方針及び食品関連事業の判断の基準となるべき事項等を検討する必要がある。

各府省からの第２次回答
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これらの食品リサイクル法の目的やその性質を鑑みれば、食品関連事業者等の義務の履行状況等にかか

る指導・監督権限について、都道府県や市町村の区域で細分化して実施することとする場合には同法に基

づく制度全体を根本から変更しなければならないと考えられる。

仮に、権限を移譲した場合の実態上の問題点については別紙をご参照されたい。
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（別紙） 
 
二次回答【整理番号９７５】食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく権限

の広域連合への移譲 
 
（１）食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の理念 
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成 12 年法律第 116 号。以下、「法」

という。）は、食品の売れ残りや食べ残しにより、又は食品の製造過程において大量に発生

している食品残さについて、国の基本方針及び食品関連事業者の判断の基準となるべき事

項を定め、当該事項を遵守させるための措置を講ずるとともに、再生利用事業者の登録制

度その他食品循環資源の再生利用等を促進するための措置を講ずることにより、食品に係

る資源の有効な利用の確保及び食品に係る廃棄物の排出の抑制を図るとともに、食品の製

造等の事業の健全な発展を促進し、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄

与することを目的とした法律である。 
法律の制定の背景には、廃棄物の最終処分場のひっ迫等、廃棄物問題に係る深刻化が進

む中で、食品の製造等の過程等において生ずる食品残さが大量に排出され、資源として有

効利用できるにもかかわらず、その大部分が焼却されていた状況を踏まえ、国全体で食品

残さの再生利用等の促進を図るため、国が全国的な食品残さの発生状況等を踏まえながら、

全国統一的な観点から取り組むべき目標等を定めつつ、全国の事業者に対して取組を促し

ていくべきとの考えがあったところ。 
食品関連事業者は、主務大臣が定める判断の基準となるべき事項に従い、再生利用に取

り組むこととされている。判断の基準となるべき事項には、再生利用等の実施の原則、食

品循環資源の再生利用等の実施に関する目標、発生抑制の方法等について定められており、

この事項は、食品廃棄物等を多量に発生させる食品関連事業者が、主務大臣に毎年度報告

する、食品廃棄物等の発生量や再生利用等の取組状況を踏まえて決定される。 
また、食品リサイクルを促進するため、食品循環資源の肥料化等を行う事業者等に対し

ては、廃棄物処理法の特例を設けている。これは、食品残さは散在する食品関連事業者の

事業場で少量ずつ排出されるという特性を有している一方、再資源化を効率的に行ってい

くためにはある程度のまとまりが必要である中、市町村ごとに必要とされる廃棄物処理法

上の許可を不要とすることで、広域にわたる事業場から再生利用事業を行う者が食品残さ

を調達しやすくするという考えに基づくものである。 
したがって、本法は、住民に最も身近な市町村単位で、地域の実情に応じて適正に処理

されることとなる一般廃棄物処理や、都道府県等の一定の規制の下、民民間の自由な競争・

契約によって処理される産業廃棄物処理とは異なり、国が、全国規模で製造、流通、消費

される食品及びその廃棄物の現状について把握し、国の基本方針及び食品関連事業の判断

の基準となるべき事項等を検討する必要がある。 
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これらの食品リサイクル法の目的やその性質を鑑みれば、食品関連事業者等の義務の履

行状況等にかかる指導・監督権限について、都道府県や市町村の区域で細分化して実施す

ることとする場合には同法に基づく制度全体を根本から変更しなければならないと考えら

れる。 
 
（２）仮に、権限を移譲した場合の実態上の問題点 
仮に、貴広域連合が、食品関連事業者等に立入検査を実施した場合、 
① 食品関連事業者等が他の都道府県に事業所を設けた場合、貴広域連合は当該事業者に

係る従来から貴県に存在する事業所に対する指導等の権限を失うこととなるため、広

域連合に権限を委譲する場合には、他の広域連合の区域への事業所の設置について事

業者からの報告やこのことについて広域連合と国において情報共有するなど新たな

行政手続等を必要とするため、結果的に、現在の国による対応と比較して行政コスト

が増大する懸念がある。 
② 再生利用事業計画の認定に関しては、食品循環資源を用いた特定肥飼料等の製造から

利用、それにより生産された農畜水産物等の利用についての一連の計画を認定してい

る。そのため、再生利用事業計画に基づき行われる食品循環資源の再生利用について

は、参加業者や施設、事業範囲について一定程度の広がりが想定され複数の都道府県

または広域連合（以下「都道府県等」という。）での処理において、一連の処理とし

て整合がとれているかの確認が必要であり、一の都道府県等で対応することが困難な

場合が想定される。同様に、食品関連事業者において、熱回収が認められる条件の１

つとして、食品残さを排出する事業場から 75km 圏内に再生利用施設が存在しないこ

と等があるが、この判断についても一の都道府県等が対応することが困難な場合が想

定される。仮に、都道府県等間の照会･協力要請等で対応するとしても、複数の都道

府県等の間でその都度相互に確認し合う必要が生じ、現在の農林水産省及び環境省を

中心とした立入検査の対応と比較して、かえって行政コストが増大する懸念がある。 
③ 貴広域連合が登録再生利用事業者や認定事業者等の事業所に立ち入った結果、法違反

事実を認めたとしても、登録及び認定の取消しに係る行政処分を行う権限は引き続き

国が有するため、国がその判断を行うための情報を得るために都道府県等への照会、

協力要請等が必要となることから、現在の国による立入検査の対応と比較して行政コ

ストが増大する。 
④ 食品関連事業者による再生利用等の実施、登録再生利用事業者による再生利用事業の

実施、認定事業者による再生利用事業計画に基づく事業の実施は、それぞれ、食品関

連事業者の判断基準、再生利用事業を行う者の登録に関する省令、再生利用事業計画

の認定に関する省令等に沿ったものとなっているが、全国統一的な観点からの指導等

の実施を担保するためには、国への照会やで関係自治体の間で調整等を行う必要が生

じ、現在の国による一括的対応を比較して行政コストの増大が懸念される。 
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農林水産省　第２次回答

制度の所管･関係府省

農林水産省、環境省、経済産業省、国土交通省、財務省、厚生労働省

求める措置の具体的内容

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく国の報告・立入検査・勧告・命令に係る事務・権限

を都道府県へ移譲する。

なお、各自治体、地域の状況は様々であることから希望する都道府県の手上げ方式とする。

権限の移譲を受けた都道府県は、希望する市町村に一般廃棄物処理関係の権限を移譲できるものとする。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

廃棄物処理法に基づく指導監督や３Ｒ等に関する消費者への啓発等は都道府県・市町村が実施している一

方、各種リサイクル法に基づく事業者への指導監督は国が行っており、一連の施策としての連携が取りにく

い状況にある。

また、国の各府省が共管していることにより、縦割り行政の弊害が生じるおそれがある。

そのため、事業所が一の都道府県の区域内のみにある場合は、事務・権限を都道府県、市町村に移譲する

ことで、事務の効率化を図ることが可能である。

その際、権限に係る事務処理基準、財源、人材等について併せて国から措置することが必要である。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 環境・衛生

提案事項
（事項名）

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく報告・立入検査・勧告・命令に係る事

務・権限の移譲

提案団体 鳥取県

管理番号 979

根拠法令等

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第8条、第24条

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

305



回答区分 C　対応不可

　報告徴収・立入検査、指導・公表・助言、勧告・命令等の一連の是正措置は、食品リサイクル法の法目的を

達成するため、他の事業者の取組状況や、近隣の県域も含めた再生利用事業者の状況など、食品循環資

源を取り巻くその時点における全国的な状況も踏まえながら、全国統一的な観点から実施される必要があ

り、引き続き国による実施が求められることから、これらの権限を地方に移譲することは困難である。

各府省からの第１次回答

　廃棄物処理法に基づく産業廃棄物や一般廃棄物の処理に関する報告徴収・立入検査、指導・命令等の一

連の是正措置については、国が示した事務処理基準や通知等を踏まえて全国統一的な観点を考慮しつつ、

従前から都道府県又は市町村が実施している。同様に、食品リサイクル法に基づく事務についても、国が事

務処理基準等を示すことで都道府県・市町村による実施が可能であり、廃棄物処理法に基づく権限と一体的

に運用することで事務の効率化につながることから、移譲が必要である。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

手挙げ方式や社会実験による検討を求める。

【全国市長会】

権限を受けた都道府県から市へ権限を移譲する場合は、手上げ方式による移譲を求める。

全国知事会からの意見

全国市長会・全国町村会からの意見

回答区分 C　対応不可

○食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の理念

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成12年法律第116号。以下、「法」という。）は、食品の

売れ残りや食べ残しにより、又は食品の製造過程において大量に発生している食品残さについて、国の基

本方針及び食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定め、当該事項を遵守させるための措置を講

ずるとともに、再生利用事業者の登録制度その他食品循環資源の再生利用等を促進するための措置を講

ずることにより、食品に係る資源の有効な利用の確保及び食品に係る廃棄物の排出の抑制を図るとともに、

食品の製造等の事業の健全な発展を促進し、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与す

ることを目的とした法律である。

法律の制定の背景には、廃棄物の最終処分場のひっ迫等、廃棄物問題に係る深刻化が進む中で、食品の

製造等の過程等において生ずる食品残さが大量に排出され、資源として有効利用できるにもかかわらず、そ

の大部分が焼却されていた状況を踏まえ、国全体で食品残さの再生利用等の促進を図るため、国が全国的

な食品残さの発生状況等を踏まえながら、全国統一的な観点から取り組むべき目標等を定めつつ、全国の

事業者に対して取組を促していくべきとの考えがあったところ。

食品関連事業者は、主務大臣が定める判断の基準となるべき事項に従い、再生利用に取り組むこととされ

ている。判断の基準となるべき事項には、再生利用等の実施の原則、食品循環資源の再生利用等の実施に

関する目標、発生抑制の方法等について定められており、この事項は、食品廃棄物等を多量に発生させる

食品関連事業者が、主務大臣に毎年度報告する、食品廃棄物等の発生量や再生利用等の取組状況を踏ま

えて決定される。

また、食品リサイクルを促進するため、食品循環資源の肥料化等を行う事業者等に対しては、廃棄物処理法

の特例を設けている。これは、食品残さは散在する食品関連事業者の事業場で少量ずつ排出されるという

特性を有している一方、再資源化を効率的に行っていくためにはある程度のまとまりが必要である中、市町

村ごとに必要とされる廃棄物処理法上の許可を不要とすることで、広域にわたる事業場から再生利用事業を

行う者が食品残さを調達しやすくするという考えに基づくものである。

各府省からの第２次回答
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したがって、本法は、住民に最も身近な市町村単位で、地域の実情に応じて適正に処理されることとなる一

般廃棄物処理や、都道府県等の一定の規制の下、民民間の自由な競争・契約によって処理される産業廃棄

物処理とは異なり、国が、全国規模で製造、流通、消費される食品及びその廃棄物の現状について把握し、

国の基本方針及び食品関連事業の判断の基準となるべき事項等を検討する必要がある。

これらの食品リサイクル法の目的やその性質を鑑みれば、食品関連事業者等の義務の履行状況等にかか

る指導・監督権限について、都道府県や市町村の区域で細分化して実施することとする場合には同法に基

づく制度全体を根本から変更しなければならないと考えられる。

仮に、権限を移譲した場合の実態上の問題点については別紙をご参照されたい。
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（別紙） 
 
二次回答【整理番号９７９】食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく権限

の都道府県への移譲 
 
（１）食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の理念 
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成 12 年法律第 116 号。以下、「法」

という。）は、食品の売れ残りや食べ残しにより、又は食品の製造過程において大量に発生

している食品残さについて、国の基本方針及び食品関連事業者の判断の基準となるべき事

項を定め、当該事項を遵守させるための措置を講ずるとともに、再生利用事業者の登録制

度その他食品循環資源の再生利用等を促進するための措置を講ずることにより、食品に係

る資源の有効な利用の確保及び食品に係る廃棄物の排出の抑制を図るとともに、食品の製

造等の事業の健全な発展を促進し、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄

与することを目的とした法律である。 
法律の制定の背景には、廃棄物の最終処分場のひっ迫等、廃棄物問題に係る深刻化が進

む中で、食品の製造等の過程等において生ずる食品残さが大量に排出され、資源として有

効利用できるにもかかわらず、その大部分が焼却されていた状況を踏まえ、国全体で食品

残さの再生利用等の促進を図るため、国が全国的な食品残さの発生状況等を踏まえながら、

全国統一的な観点から取り組むべき目標等を定めつつ、全国の事業者に対して取組を促し

ていくべきとの考えがあったところ。 
食品関連事業者は、主務大臣が定める判断の基準となるべき事項に従い、再生利用に取

り組むこととされている。判断の基準となるべき事項には、再生利用等の実施の原則、食

品循環資源の再生利用等の実施に関する目標、発生抑制の方法等について定められており、

この事項は、食品廃棄物等を多量に発生させる食品関連事業者が、主務大臣に毎年度報告

する、食品廃棄物等の発生量や再生利用等の取組状況を踏まえて決定される。 
また、食品リサイクルを促進するため、食品循環資源の肥料化等を行う事業者等に対し

ては、廃棄物処理法の特例を設けている。これは、食品残さは散在する食品関連事業者の

事業場で少量ずつ排出されるという特性を有している一方、再資源化を効率的に行ってい

くためにはある程度のまとまりが必要である中、市町村ごとに必要とされる廃棄物処理法

上の許可を不要とすることで、広域にわたる事業場から再生利用事業を行う者が食品残さ

を調達しやすくするという考えに基づくものである。 
したがって、本法は、住民に最も身近な市町村単位で、地域の実情に応じて適正に処理

されることとなる一般廃棄物処理や、都道府県等の一定の規制の下、民民間の自由な競争・

契約によって処理される産業廃棄物処理とは異なり、国が、全国規模で製造、流通、消費

される食品及びその廃棄物の現状について把握し、国の基本方針及び食品関連事業の判断

の基準となるべき事項等を検討する必要がある。 
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これらの食品リサイクル法の目的やその性質を鑑みれば、食品関連事業者等の義務の履

行状況等にかかる指導・監督権限について、都道府県や市町村の区域で細分化して実施す

ることとする場合には同法に基づく制度全体を根本から変更しなければならないと考えら

れる。 
 
（２）仮に、権限を移譲した場合の実態上の問題点 
仮に、貴県が、食品関連事業者等に立入検査を実施した場合、 
① 食品関連事業者等が他の都道府県に事業所を設けた場合、貴県は当該事業者に係る従

来から貴県に存在する事業所に対する指導等の権限を失うこととなるため、都道府県

に権限を委譲する場合には、他の都道府県への事業所の設置について事業者からの報

告やこのことについて都道府県と国において情報共有するなど新たな行政手続等を

必要とするため、結果的に現在の国による対応と比較して行政コストが増大する懸念

がある。 
② 再生利用事業計画の認定に関しては、食品循環資源を用いた特定肥飼料等の製造から

利用、それにより生産された農畜水産物等の利用についての一連の計画を認定してい

る。そのため、再生利用事業計画に基づき行われる食品循環資源の再生利用について

は、参加業者や施設、事業範囲について一定程度の広がりが想定され、複数の都道府

県での処理において、一連の処理として整合がとれているかの確認が必要であり、一

の都道府県が対応することが困難な場合が想定される同様に、食品関連事業者におい

て、熱回収が認められる条件の１つとして、食品残さを排出する事業場から 75km 圏

内に再生利用施設が存在しないこと等があるが、この判断についても、一の都道府県

が対応することが困難な場合が想定される。仮に、都道府県等間の照会･協力要請等

で対応するとしても、複数の都道府県の間でその都度相互に確認し合う必要が生じ、

現在の農林水産省及び環境省を中心とした立入検査の対応と比較して、かえって行政

コストが増大する懸念がある。 
③ 貴県が登録再生利用事業者や認定事業者等の事業所に立ち入った結果、法違反事実を

認めたとしても、登録及び認定の取消しに係る行政処分を行う権限は引き続き国が有

するため、国がその判断を行うための情報を得るために都道府県への照会、協力要請

等が必要となることから、現在の国による立入検査の対応と比較して行政コストが増

大する。 
④ 食品関連事業者による再生利用等の実施、登録再生利用事業者による再生利用事業の

実施、認定事業者による再生利用事業計画に基づく事業の実施は、それぞれ、食品関

連事業者の判断基準、再生利用事業を行う者の登録に関する省令、再生利用事業計画

の認定に関する省令等に沿ったものとなっているが、全国統一的な観点からの指導等

の実施を担保するためには、国への照会や関係自治体の間で調整等を行う必要が生じ、

現在の国による一括的対応と比較して行政コストの増大が懸念される。 
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農林水産省　第２次回答

制度の所管･関係府省

経済産業省、環境省、財務省、厚生労働省、国土交通省、農林水産省

求める措置の具体的内容

事業者等の各都道府県内事務所への資源有効利用促進法に基づく立入検査、報告徴収等以下の権限を、

必要となる人員、財源とともに、国から都道府県へ移譲すること。（大臣・知事の並行権限とする）

事業者等への立入検査、報告徴収

事業者等への指導、助言

事業者等への勧告、公表、命令

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【現行・支障事例】

本県の廃棄物処理計画では、リサイクル率の目標を定めているが、目標達成のために事業者を指導する権

限はないことから、報告徴収、立入検査を実施するにしても、国に協力を依頼しなければならない。また、立

入検査を実施したとしても、指導、助言等の権限が無ければ実効性がない。現状では、立入検査、報告徴収

等の権限がないため、支障があっても把握できない。（具体的に問題が表面化してから後追いで状況把握、

対応を行うなどすることを懸念し、提案するものである。）

【改正による効果】

都道府県内のすべての事務所に対する報告徴収、立入検査とあわせ、指導、助言等の権限についても都道

府県に移譲することで、元々廃棄物であり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく権限を有する県

として、適正に処理されているかどうかを確認することが可能となり、事業者への統一的な指導を実施するこ

とができる。また、大臣と並行権限とすることで、合同で立入検査を行うとともに、指導、助言、勧告、命令を

行うにあたり、事前に大臣と調整することで、統一的な運用を担保できるようにする。審議会の意見聴取につ

いても、主務大臣が行うこととする。

なお、指定表示事業者に対して、県独自の表示を勧告、公表、命令するものではない。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 環境・衛生

提案事項
（事項名）

資源有効利用促進法に基づく権限の都道府県への移譲

提案団体 兵庫県、徳島県

管理番号 776

根拠法令等

資源有効利用促進法第11条、第13条、第16条、第17条、第19条、第20条、第22条、第23条、第25条、第32

条、第33条、第35条、第36条、第37条

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 C　対応不可

　同法目的を達成するため、国が全国統一的な観点から報告徴収・立入検査、指導・助言、勧告・公表・命令

等を行う必要があり、これら権限を移譲することは困難である。命令に当たっては、主務大臣は産業構造審

議会等の意見を聴いて行うこととされており、社会的妥当性を確保するため、慎重な検討が求められること

から、国が統一して行うことを法が予定している。

　なお、同法は、指定表示製品の販売等を行う者に対して、統一的な表示の標準を示し、その遵守を求めて

いるところ、他の事業者の取り組み状況等を踏まえ、全国統一的な観点から国がこれら措置を行うことが適

当である。

各府省からの第１次回答

・廃掃法に基づく権限を有する県として、適正に処理されているかどうかを確認することが可能となり、事業

者への統一的な指導を実施することができる。　

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

手挙げ方式や社会実験による検討を求める。

全国知事会からの意見

回答区分 C　対応不可

○資源の有効な利用の促進に関する法律の理念

資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第48号。以下「資源法」という。）は、使用済物品等及

び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用による資源の有効利用を総合的かつ計画的

に推進することを目的とした法律である。

具体的には、製品の製造段階における３Ｒ対策、設計段階における３Ｒの配慮（原材料の使用の合理化、長

期使用の促進、構造の工夫等）、製造事業者等による自主回収・リサイクルシステムの構築など製造事業者

等として取り組むべき事項を主務省令（「判断の基準となるべき事項」）として定めており、住民に最も身近な

自治体において地域の実情に応じて適正に処理する廃棄物処理とは異なり、製造事業者等が全国単位（製

品の製造及び流通は一地域内で完結するものではない）で３Ｒを実施することを目的としたものである。した

がって、製造事業者等における義務の履行状況に係る指導・監督権限について、都道府県や市町村の区域

で細分化して実施することとする場合には、同法に基づく制度全体を根本から変更しなければならないと考

えられる。

仮に、権限を委譲した場合の実務上の問題点については別紙をご参照されたい。

各府省からの第２次回答
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二次回答【整理番号７７６：兵庫県、徳島県】資源有効利用促進法に基づく権限の都道府

県への移譲 
 
（１）資源の有効な利用の促進に関する法律の理念 
資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第 48 号。以下「資源法」という。）

は、使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用による資源

の有効利用を総合的かつ計画的に推進することを目的とした法律である。 
具体的には、製品の製造段階における３Ｒ対策、設計段階における３Ｒの配慮（原材料

の使用の合理化、長期使用の促進、構造の工夫等）、製造事業者等による自主回収・リサイ

クルシステムの構築など製造事業者等として取り組むべき事項を主務省令（「判断の基準と

なるべき事項」）として定めており、住民に最も身近な自治体において地域の実情に応じて

適正に処理する廃棄物処理とは異なり、製造事業者等が全国単位（製品の製造及び流通は

一地域内で完結するものではない）で３Ｒを実施することを目的としたものである。した

がって、製造事業者等における義務の履行状況に係る指導・監督権限について、都道府県

や市町村の区域で細分化して実施することとする場合には、同法に基づく制度全体を根本

から変更しなければならないと考えられる。 
 
（２）貴県の意見について 
貴県の意見によれば、「廃棄物処理法に基づく権限を有する県として、適正に処理されて

いるかどうかを確認することが可能となり、事業者への統一的な指導等を実施することが

できる」とあるが、資源法は、廃棄物が適正に処理されることを担保するものではなく、

製造事業者における製品の製造段階における取り組みを促進するものである。また、事業

者への統一的な指導を実施することができるということだが、資源法で対象にしている事

業者は、動脈産業側（製造事業者）であり、静脈産業側（廃棄物排出又は処理事業者）を

指導対象としている廃棄物処理法とは対象が異なり、統一的な指導は困難である。 
また、貴県の意見についての説明によれば、廃棄物処理計画で定めるリサイクル率は再

生利用量/排出量により算出されるとのことであるが、廃棄物処理法と異なり、資源法は製

造段階における３Ｒの取り組みを促進するものであるから、直接、リサイクル率の向上に

つながるものではない。 
 更に、廃棄物処理法においては、比較的明確な処理基準があるが、資源法に基づく指導・

勧告・公表にあたっては、技術の進捗等を総合的に判断することが必要であり、また、命

令に当たっては、主務大臣は産業構造審議会等における専門的意見を聴いて行うこととな

っている。このように同法における指導等は、廃棄物処理法の指導とは性質が異なるもの

であり、同様の対応は困難である。 
 
（３）仮に、権限を移譲した場合の実態上の問題点 
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仮に、貴県内にのみ事業所を有する製造事業者等に対する指導・監督権限について、国

から貴県に権限を移譲した場合、実態上の問題点として、以下のような事態が生じるおそ

れがある。 
① 製造事業者等が他の都道府県に事業所を設けた場合、貴県は当該事業者に係る従来

から貴県に存在する事業所に対する指導等の権限を失うこととなるため、各都道府県

と国との間において事業所の有無について常に確認し合う必要が生じ、現在の国によ

る対応と比較して行政コストが増大する。 
② 製造事業者等が複数の都道府県に事業所を設けた場合、権限を移譲された複数の都

道府県がそれぞれに設けられた事業所に指導等を行うことになる。    
資源法に基づく指導等は、技術の進捗等を総合的に判断した上で行うため、事業所

のある都道府県全てで統一的な指導が行えず、製造事業者等の大きな混乱を招く。 
③ 製造事業者等の事業所に立ち入った結果、製造事業者等の取組が不十分と考えられ

る事実があった場合、指導等を行うか否かに関して都道府県ごとに判断することによ

る対応のばらつきが懸念され、結果として製造業者等に対して過剰な不利益を及ぼす

恐れがある。仮に、当該判断がばらついた場合に、国に照会し、その上で関係自治体

の間で調整等を行うのであれば、現在の国による立入検査等の対応と比較して行政コ

ストが増大する。 
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農林水産省　第２次回答

制度の所管･関係府省

経済産業省、農林水産省

求める措置の具体的内容

地域における関係機関との案件発掘等に係る調整

農商工等連携促進法による事業計画認定・承認に係る事務

補助金の交付・確定に係る事務の権限移譲

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【制度改正の必要性】

事業の目的が、農林漁業者と商工業者等が通常の商取引関係を超えて協力し、お互いの強みを活かして新

商品・新サービスの開発、生産等を行い、需要の開拓を行うことであることから、地方が地域の中小企業の

ニーズに基づくきめ細かい支援を行うことが必要である。全国的な視点があるとしても地域振興に関するも

のであることから、自由度を高めて都道府県に交付すべきである。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 産業振興

提案事項
（事項名）

農商工連携に関する事務の都道府県への移譲

提案団体 愛知県

管理番号 27

根拠法令等

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第4条、第5条

中小企業・小規模事業者連携促進支援補助金　農商工等連携対策支援事業要綱

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 C　対応不可

　本制度は、中小企業の経営の向上や農林漁業経営の改善により国民経済の健全な発展に資することを目

的とするものであり、国の役割を、地方が行うことのできない全国レベルの先端的なモデル事業など全国的

視点に立った事業に限定する観点から、法律に基づく認定を行い、補助金の採択を行っているところ。

　都道府県に移譲した場合、全国的視点による採択が困難になり、施策の最適化がなされなくなるため、全

国水準で他の中小企業・小規模事業者にとってモデルとなり得る事業の確保が困難となり、また、当該モデ

ル事業を全国の中小企業・小規模事業者に対して普及することに著しい支障が生じる。

　また、認定件数が年間０件の都道府県も多数存在するが、事務量の多少に関わらず執行体制の整備が必

要となり、都道府県での執行は極めて非効率である。

　　以上により、本事業は、引き続き国が事業計画の認定及び補助金の執行を行うことが効率的であり、適

当である。

各府省からの第１次回答

　事業計画認定に係る事務について、既に各地域の経済産業局及び地方農政局等に委任されていることか

らすれば、都道府県に移譲することにより、さらに地域の中小企業のニーズを踏まえたきめ細かい支援を行

うことができるのではないか。

　全国的な視点が必要である点に関しては、採択の基準を明確にされれば全国的視点による採択が困難に

なることはなく、本事業の目的を逸脱することはないと思われる。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

・農商工連携に関する支援は、都道府県の関与を強化して地域の実情を適切に反映するとともに、都道府県

が実施する事業と適切に連携することによって、より効果を上げることができる。都道府県が実施する農商

工連携に係る事業の創出に関する事業との連携を図り効果を最大限に発揮する観点から問題があるため、

自由度をできるだけ高めた上で、都道府県を実施主体にするか、都道府県に交付すること。

【全国市長会】

提案団体の意見を十分に尊重されたい。

全国知事会からの意見

全国市長会・全国町村会からの意見

回答区分 C　対応不可

　地方経済産業局及び地方農政局は、国の出先機関であり、全国的視点をもって対応しているところ。

　また、前回記載したとおり、認定件数が年間０件の都道府県が多数存在するが、事務量の多少にかかわら

ず執行体制の整備が必要となり、都道府県の執行は極めて非効率であり、引き続き国が執行することが妥

当である。

　さらに、採択の基準を明確にしたとしても、直近５年間で平均１／４程度の案件において都道府県域を越え

た連携がなされており、このなかには同一県内では連携先を見つけるのが困難であった案件も含まれている

ことから、引き続き国が計画認定、補助金執行を行うことが適切であると考える。

各府省からの第２次回答
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農林水産省　第２次回答

制度の所管･関係府省

経済産業省、農林水産省

求める措置の具体的内容

農商工連携の促進及び地域の実情や事業者等のニーズを踏まえた支援を行うため、現在、国が行っている

事業計画の認定や補助金の採択の権限及び財源を地方へ移譲する。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

農商工連携は、異なる産業間の連携により新たなビジネスチャンスに取り組むものであり、これまでの相談

事例からも、事業展開の初期段階から支援することが必要である。しかしながら、国の事業計画認定におい

ては、新商品の開発等が完成品に近い段階まで進んでいることなどが要件となっているとともに、地域性や

事業者の二ーズ等が考慮することなく全国一律に評価していることから、事業者が申請を断念するケースが

散見される。

全国を見据えた視点についても、現地、連携体の現状を掌握している県などの地域行政の判断（審査会等

や専門家の意見照会等）が必要である。

認定要件「新商品（新規性）」「有機的連携」「経済資源の有効活用」の審査については、農商工連携ファンド

事業等においても判断基準としており、県段階で情報を有していることから、県段階で審査実施することで情

報の精度が高まる。

認定件数が年間0件の都道府県は、現場での事業推進、認識等の低さ等問題を抱えている背景もあり、県

に計画認定や補助金採択の権限を移管することで、連携事業者の掘り起し等につなげることができる。

（参考）

認定数Ｈ26..2.3現在　全国　計画認定626件、都道府県平均13.3件（愛媛県18件）、最少認定4件（佐賀県、長

崎県）、最多認定　45件（愛知県）

愛媛県内計画認定者のうち、補助事業者実施　11/18件

年度別　農商工等連携事業認定数

Ｈ20（176件）、Ｈ21（184件）、Ｈ22（65件）、Ｈ23（60件）、Ｈ24（60件）、Ｈ25（67件）

農商工連携ファンドや６次産業化事業の採択が増加しているのに対し、減少している。地域とのつながりや

事業ＰＲが弱い。

県等が実施している農商工連携の促進に向けた各種支援事業との一体的な実施が可能となり、より効果的

な支援につながる。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 産業振興

提案事項
（事項名）

農商工等連携促進法に基づく計画認定等の事務及び財源の都道府県への移譲

提案団体 愛媛県

管理番号 851

根拠法令等

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第４条

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 C　対応不可

　ご指摘のような、新商品の開発等が完成品に近い段階まで進んでいることという要件は法律等では求めて

おらず、事業計画認定に係る事務については、本省で一元的に行うのではなく、各地域の経済産業局及び

地方農政局等に委任しており、事業計画の認定や補助金の採択にあたり審査を行う審査委員会を構成する

委員は、各経済産業局において各地域の外部有識者等から選出する等地域性や事業者のニーズ等に配慮

した運営を行っているところ。

　また、各都道府県にて実施している農商工連携ファンド事業に対し、国が先進的なモデル事業の発掘・創

出の観点から、地方では行うことの出来ない全国的視点の下で事業計画の認定及び補助金交付による支援

を行う必要がある。

　以上により、本事業は、引き続き国が事業計画の認定及び補助金の執行を行うことが効率的であり、適当

である。

各府省からの第１次回答

　農商工連携に関する支援は、都道府県の関与を強化して地域の実情を適切に反映するとともに、都道府

県が実施する事業と適切に連携することによって、より効果を上げることができる。都道府県が実施する農

商工連携に係る事業の創出に関する事業との連携を図り効果を最大限に発揮する観点から問題があるた

め、自由度をできるだけ高めた上で、都道府県を実施主体にするか、都道府県に交付するようご検討頂きた

い。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

・農商工連携に関する支援は、都道府県の関与を強化して地域の実情を適切に反映するとともに、都道府県

が実施する事業と適切に連携することによって、より効果を上げることができる。都道府県が実施する農商

工連携に係る事業の創出に関する事業との連携を図り効果を最大限に発揮する観点から問題があるため、

自由度をできるだけ高めた上で、都道府県を実施主体にするか、都道府県に交付すること。

全国知事会からの意見

回答区分 C　対応不可

　地域レベルでは、御指摘のとおり農商工連携ファンドの活用等による支援が行われていると承知しており、

全国レベルでのモデル的事業の認定との相乗効果により、活用事業の裾野拡大と底上げが図られていると

認識。

　なお、当該ファンドは、地域の知恵と工夫を活かして農商工連携の「種」や「芽」を支援するために組成され

たものであり、本趣旨に則り、各都道府県の創意工夫により事業設計がなされているものと認識しており、引

き続き当該ファンド事業と国の事業との連携を図ってまいりたい。

　さらに、直近５年間で平均１／４程度の案件において都道府県域を越えた連携がなされており、このなかに

は同一県内では連携先を見つけることが困難であった案件も含まれていることから、引き続き国が計画認

定、補助金執行を行うことが適切であると考える。

各府省からの第２次回答

317



農林水産省　第２次回答

制度の所管･関係府省

経済産業省、農林水産省

求める措置の具体的内容

農商工等連携促進法による事業計画の認定業務

中小企業・小規模事業者連携促進支援補助金の交付に係る事務

について、関東経済産業局及び関東農政局から都道府県へ権限の移譲

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

計画の認定及び補助金交付に係る事務は、地域産業の振興の観点から重要な業務であるが、現状では、

専ら国と事業者が調整しており、県は計画が策定された後に求められる意見書程度しか関与できていない。

その結果、例えば、計画が実行されても、開発された商品が販売に結びつかないケースが散見されている。

これは、計画段階における地元での販路の分析や支援体制の構築が不十分であることが原因である。国が

現在行っている、人口の多い都心部における販路開拓は、重要であり、今後も継続した支援が必要である。

しかし、産地における販路開拓や地元の支援などのバックグラウンドが無いものが、都心部で売れ続けるこ

とも難しく、都心と地元における販路開拓支援は、車輪の両輪であり、ともに推進するべきである。そして、現

状の方式では、地元の体制づくりが困難であるため、権限と財源の移譲による事業のあり方の見直しを求め

るものである。

また、全国的な視点から先進的な事例のみを支援するべきという意見もあるだろうが、地域的なレベル格差

があるなかで、全国的には遅れている都道府県であっても、当該地域のなかで先進的なモデル事業を実施

している事業者に対しては必要な支援をするべきである。

現状は国が計画を認定し、国が事業者に補助しているが、これを変更し、国が県内の都道府県中小企業セ

ンター等の運営管理法人に基金を設立し、県が計画を認定し、県が基金を通じて事業者に補助するよう権限

と財源の移譲を求めるものである。

なお、国は全国的な視点から評価の準則を定め、県は準則を踏まえながら各県の評価基準を定めることで、

広い視野や全国的な視点も踏まえた、事業としての一定の水準を保つ。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 産業振興

提案事項
（事項名）

農商工等連携促進法による事業計画の認定権限等の都道府県への移譲

提案団体 神奈川県

管理番号 982

根拠法令等

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第4条

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 C　対応不可

　売れる商品を作るためには、都心部だけでなく地元においても販路分析や支援体制の構築が必要なことは

貴県の指摘どおりであり、貴県を初めとする地方自治体において積極的に取り組まれていることと思料され

るが、農商工等連携事業計画の目標である付加価値額や総売上高の達成のためには都心部等への販路

開拓の重要性も高く、本事業は引き続き国が実施することが適当である。

　また、本事業の執行については本省で一元的に行うのではなく、各地域の経済産業局及び地方農政局等

に事務処理を委任しており、事業計画の認定や補助金の採択にあたり審査を行う審査委員会を構成する委

員は、各経済産業局において当該地域の外部有識者から選出する等、地域事情に配慮しており、現行体制

で特に不備はない。

　さらに、認定件数が年間０件の都道府県も多数存在するが、事務量の多少に関わらず執行体制の整備が

必要となり、都道府県での執行は極めて非効率的である。

　以上により、本事業は、引き続き国が事業計画の認定及び補助金の執行を行うことが効率的であり、適当

である。

各府省からの第１次回答

　地元の販路分析や支援体制の構築については、地域の中小企業や小規模事業者の実情とニーズを把握

している都道府県が、その実施する他の産業政策と連携させることによってより効果を上げることができるた

め、都道府県を実施主体にすること。

　都心部への販路開拓は重要であるが、事務権限を移譲したうえで、国と地方が連携するべきと考える。

従って、その重要性が故に国が実施することが適当ということにはならない。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

・農商工連携に関する支援は、都道府県の関与を強化して地域の実情を適切に反映するとともに、都道府県

が実施する事業と適切に連携することによって、より効果を上げることができる。都道府県が実施する農商

工連携に係る事業の創出に関する事業との連携を図り効果を最大限に発揮する観点から問題があるため、

自由度をできるだけ高めた上で、都道府県を実施主体にするか、都道府県に交付すること。

全国知事会からの意見

回答区分 C　対応不可

　前回記載した理由に加え、農商工等連携対策支援事業は、国の役割を、地方が行うことのできない全国レ

ベルの先端的なモデル事業など全国的視点に立った事業に限定する観点から、法律に基づく認定を行い、

補助金の採択を行っているところ。都道府県が地域の中小企業のニーズを踏まえて本政策に関連した独自

施策を行うことは、国としても歓迎すべき話であり、各地で実施いただいている農商工連携ファンド事業のよ

うに、都道府県が地域の知恵と工夫を活かして農商工連携の「種」や「芽」を支援し、国が全国レベルでのモ

デル的事業を支援することにより、相乗効果的に活用事業の裾野拡大と底上げが図られるよう、引き続き連

携してまいりたい。

　さらに、直近５年間で平均１／４程度の案件において都道府県域を越えた連携がなされており、このなかに

は同一県内では連携先を見つけることが困難であった案件も含まれていることから、引き続き国が計画認

定、補助金執行を行うことが適切であると考える。

各府省からの第２次回答
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農林水産省　第２次回答

制度の所管･関係府省

経済産業省、農林水産省、国土交通省、警察庁、金融庁、総務省、財務省、文部科学省、厚生労

働省、環境省

求める措置の具体的内容

エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく指導・助言、報告徴収及び立入検査権限を、並行権限と

して、希望する都道府県に移譲すること。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【必要性】エネルギー政策基本法第６条においては、「地方公共団体は、基本方針にのっとり、エネルギーの

需給に関し、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、その区域の実状に応じた施策を策定し、及び実施す

る責務を有する。」こととされている。　地方公共団体は、本規定に基づき、特に地域として取り組むべき「エ

ネルギー使用の合理化（省エネルギー）の促進」「再生可能エネルギーの普及」の施策の充実等に努めてい

る。

これらの取組みをより効果的なものとするため、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく、特定

事業者等に対する指導・助言、報告徴収及び立入検査権限を、並行権限として、都道府県に移譲する必要

がある。

【具体的な効果】地方公共団体においては、省エネルギー促進のための取組みを行っているが、地域におけ

るエネルギーの使用状況等を把握することができないため対象を重点化等することができず、また指導・助

言する権限もないため、取組の成果が限定的となっている。例えば、本県においては、工場・事業場等の省

エネルギー診断事業を無料で行っているが、エネルギー多消費事業者の情報を把握し、これら事業者に対し

省エネ診断の活用を指導・助言することが可能となれば、地域内におけるエネルギー使用の合理化が大幅

に進むことが期待される。

【効果的な取組みとするための工夫】「求める措置の具体的内容」にあわせて、当該法令に基づき国におい

て収集した事業者等情報を、都道府県の求めに応じ提供することで、より効果的な取組とすることができる。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 産業振興

提案事項
（事項名）

省エネ法に基づく特定事業者等に対する指導・助言、報告徴収、立入検査の都道府県への権限

移譲

提案団体 九州地方知事会

管理番号 368

根拠法令等

エネルギーの使用の合理化に関する法律第６条，第５３条，第６０条，第６７条、第８７条

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 C　対応不可

　前回の検討過程において、平成25年11月22日付けで、全国知事会から、一の都道府県で完結する特定事

業者等に対する指導・助言、報告徴収・立入検査に関する権限の移譲の受入れが困難である旨示されてい

る。

各府省からの第１次回答

昨年度検討されたのは「全国一律・一斉の権限移譲」であるが、全国知事会と各府省の見解が一致せず、権

限移譲が実現しなかったものである。本年度の提案は、全国一律・一斉の権限移譲ではなく、「希望する自

治体への権限移譲」であり、昨年度の結論をもって拒否することは不適切と考える。

本会としては、手挙げ方式で行うことにより、全国知事会の主張する包括移譲の必要性も具体的に検証で

きるものと考える。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

・指導、助言、報告徴収、立入検査の権限のほか、特定事業者等の指定、定期報告書の受理、中長期計画

書の受理や合理化計画に係る指示及び命令などの権限についても包括的に移譲すべきであり、全国一律

の制度化に向け、問題点等を検証するために、手挙げ方式や社会実験による実現を検討するべきである。

・自治事務に区分されるものと考えられるため、国による指示権は原則認められず、また、基準の設定につ

いては、義務付け・枠付けのメルクマールの範囲内とすべき。

・なお、平成２５年１１月２２日付け文書では、権限移譲後の責任ある対応を取ることができない報告徴収・立

入検査等の事務のみの受け入れについて困難と記載したもの。

【全国市長会】

提案団体の意見を十分に尊重されたい。

全国知事会からの意見

全国市長会・全国町村会からの意見

回答区分 C　対応不可

１．エネルギーに係る施策は、我が国の経済活動に欠くことのできないエネルギーを安定的に供給すること

が目的であり、海外から安定的に燃料を調達する施策と、燃料資源を有効に利用するための施策とで構成

されている。後者の規制が省エネ法であり、エネルギーを使用する事業者に対して一定の義務を課してい

る。

２．国は省エネ法の目的にある「エネルギーの使用の合理化を総合的に推進する」ため、「事業者全体の状

況」と「個々の事業者の状況」の両者を踏まえて事業者の取組を評価し、指導や立入検査等を実施する必要

がある。このため、国の指示権の行使及び統一的な基準に基づく運用は必須である。

３．また、特定事業者等の指定、定期報告書の受理、中長期計画書の受理や合理化計画に係る指示及び命

令などの権限を移譲した場合、事業者全体の状況を把握し、勘案した上での事務を実施することが不可能と

なる。

４．さらに、省エネ法では、事業者における省エネルギー対策の強化を図る観点から、事業者が複数の所在

地に設置している全ての事業所について全体としての効率的かつ効果的な省エネルギー対策の実施を義務

付けるため、事業者単位での規制を行っているところであるが、今回の九州知事会の提案のように、自治体

が自らの管内の事業所のみを対象として立入検査等を行う場合、複数の都道府県に事業所を有する事業者

にとっては、同一事業者でも事業所ごとに立入検査等を行う主体が異なることとなり、法の趣旨に反する。こ

各府省からの第２次回答
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の際、全国知事会の意見のように国の指示権を認めず自治体毎に異なる運用が行われた場合は特に、事

業者の混乱を招くおそれがある。また、自らの管内に本社がある事業者が有する他自治体の事業所を対象

として立入検査等を行う場合は、当該事業所が立地する自治体又は国との調整が不可欠であり、現実的で

はない。

５．加えて、手挙げ方式により都道府県に権限を移譲し、全国知事会の意見のように国の指示権を認めない

場合は、対象事業者の範囲に関わらず当該「事業者全体の状況」を踏まえた対応が困難であり、法目的の

達成が困難となる。

６．以上のことから、移譲の対象とはできない。
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農林水産省　第２次回答

制度の所管･関係府省

国土交通省、経済産業省、農林水産省

求める措置の具体的内容

①事業者から申請のある「総合効率化計画」の認定、②認定事業者からの報告徴収、③認定の取消、④特

定流通業務施設の基準適合の確認事務について、移譲を求める。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

当該業務は、県（一部市）が行っている農地転用の許可事務や開発行為の許可事務と密接に関連しており、

都道府県に事務を移譲することで効率的な事務の執行が期待できる。

国において当該事務を実施することで、県が実施する上記事務との乖離や矛盾が生じる可能性がある。

そのため、県において実施することで、上記事務との連携を図ることができ、地域の特性を反映したきめ細か

い施策を展開できるとともに、流通業務施設の設置を含む総合効率化計画の認定事務とあわせ、同一の行

政庁が農地転用と開発行為の許可を効率的に進めることで、迅速な流通業務施設の整備が可能となり、効

率的で環境負荷の小さな物流の構築という法の目的に対して総合的な対応が図られ、流通の効率化に資す

る。

なお、国の自己仕分けにて、従来から国が一元的に実施していること、安全対策や事業者の円滑な事業活

動等の観点から国が引き続き所管すべき事務とされているが、地域の特性や県で実施する施策との整合性

を図る観点から県が所管すべきと考える。また、H25年の各省の検討においては、流通業務施設が所在する

市町村や都道府県に止まらず、国際・国内の物流網の効率化について念頭に置く必要があり、総合効率化

計画の認定は国が行うことが適切とされているが、各拠点が創意工夫を図り、それぞれが地域の状況に応

じた効率化を図ることによっても、都道府県域に止まらない効率化が見込めることから、都道府県が担うべき

と考える。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 産業振興

提案事項
（事項名）

「総合効率化計画」の認定、報告徴収、取消、確認事務等の国から都道府県への移譲

提案団体 神奈川県

管理番号 510

根拠法令等

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第４条、第５条、第７条、第21条

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 E　提案の実現に向けて対応を検討

物流・流通業務効率化等に関する事務については、個々の地方自治体における十分な体制整備及び共管

省庁と制度のあり方について調整が完了した場合に、地方自治体の発意に応じて選択的に移譲することに

異存はない。

各府省からの第１次回答

総合効率化計画の認定等の事務については、計画を実施する者の種別等に応じて、国（国土交通大臣、経

済産業大臣、農林水産大臣）または都道府県が行うこととなっており、申請者にとっては煩雑な制度となって

いる。

この状況を改善するため、権限移譲に当たっては、国（三主務大臣）の所管分すべてについて同時に行う必

要があると考える。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

・関係する都道府県の意向を踏まえた上で、手挙げ方式や社会実験による検討を求める。

【全国市長会】

提案団体の意見を十分に尊重されたい。

全国知事会からの意見

全国市長会・全国町村会からの意見

回答区分 E　提案の実現に向けて対応を検討

　物流・流通業務効率化等に関する事務については、個々の地方自治体における十分な体制整備及び共管

省庁と制度のあり方について調整が完了した場合に、地方自治体の発意に応じて選択的に移譲することに

異存はない。

　なお、権限移譲の検討に当たっては、国（三主務大臣）の所管分全てについて同時に移譲できるかどうかも

含めて共管省庁と調整していく考え。

各府省からの第２次回答
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農林水産省　第２次回答

制度の所管･関係府省

農林水産省

求める措置の具体的内容

・農地の確保に資する国・地方の施策の充実

・農地の総量確保の目標管理

・農地転用許可制度・農用地区域設定制度の見直し

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

〔基本的認識と改革の方向性〕

○真に守るべき農地を確保する必要性は国・地方共通の認識

○地方が主体となり、農地を確保しつつ、都市・農村を通じた総合的なまちづくりを推進

→国、都道府県、市町村が責任を共有し、実効性ある農地の総量確保の仕組みを構築するとともに、個別

の農地転用許可等は、市町村が担うべき

〔見直しの方向性〕

 ○農地の総量確保（マクロ管理）の仕組みを充実

・市町村が主体的に設定した目標の積上げを基本とし、国、都道府県、市町村が議論を尽くした上で国の総

量確保目標を設定（国と地方の議論が実質的に機能する枠組みを設置）（地域の実情により、必要に応じ

て、都道府県は広域的な調整を実施）

・地方では新たに市町村計画において確保すべき農用地等の面積目標を明記（現行は、面積目標の設定は

国・都道府県のみ）

耕作放棄地の発生抑制・再生など施策効果ごとに目標設定

目標管理に係る実行計画の実施状況等を第三者機関が事後評価

○農地転用許可制度等（ミクロ管理）の見直し

・農地転用許可等について、大臣許可・協議を廃止し、土地利用行政を総合的に担っていく観点から市町村

に移譲

・その際、必要に応じて転用基準の更なる明確化等

・市町村農業委員会選任委員の学識経験者の比率を高めることを可能とする

・都道府県農業会議への意見聴取は、一律の義務付けを廃止（地域の実情を踏まえ、必要に応じて聴取）

 ○農地において農業が力強く営まれるための取組を充実

国は制度の枠組みづくりを行い、地方は農地中間管理機構の活用をはじめ、担い手への農地の集積・集約

化や耕作放棄地対策等の具体の施策を推進

※別紙参照

提案区分 A　権限移譲 提案分野 農地・農業

提案事項
（事項名）

農地制度のあり方について

提案団体 全国知事会、全国市長会、全国町村会

管理番号 138

根拠法令等

農振法第３条の２、第４条、第５条の２、第５条の３、第８条、農地法第４条、第５条、附則第２項、農業委員会

等に関する法律第12条

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 農地・農村部会において検討中

　農地制度のあり方については、市町村による地域の実情に応じた土地利用の実現のみでなく、国民への

食料の安定供給等の基盤である農地の確保をどのように図っていくかという観点からも検討する必要がある

と考えている。

　農林水産省としては、平成21年の農地法等改正法の附則及び事務・権限の移譲等に関する見直し方針に

ついて（平成25年12月20日閣議決定）に基づき、改正法施行後５年を目途として、農地転用事務の実施主体

の在り方、農地の確保のための施策の在り方等について、食料・農業・農村基本計画の検討と併せて検討し

ているところである。

(詳細は別添参照)

各府省からの第１次回答

　平成26年８月５日に公表した「農地制度のあり方について」（地方六団体提言）に対する「農林水産省の考

え方」（左記回答）については、現行制度の課題において一定の部分は地方六団体提言と認識を共有してい

ると考えているが、これらの課題を踏まえた農林水産省としての具体的な提案は十分に示されておらず、地

方六団体提言に対して様々な懸念を示すにとどまっている。

　地方六団体提言は、農林水産省が懸念を示している点にも十分応えているものと考えているが、これらの

懸念を払拭するため、地方六団体提言の考え方を補足するので、これに対する農林水産省の見解について

回答いただきたい。

　また、農地の総量確保（マクロ管理）及び個別の農地転用許可等（ミクロ管理）の見直しについて、農林水

産省においてお考えのスケジュールと具体策の案を明示していただきたい。

（別添参照）

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

（当会意見）

【全国市長会】

○「農地制度のあり方について」（平成２６年８月５日地方六団体）のとおり、

　・国と地方が責任を共有し、実効性のある農地の総量確保の仕組みを構築した上で、農地転用許可・農振

農用地区域の設定・変更については市町村が担うこととするべきである。

　・併せて、法令等に基づく統一的な運用や地域の実情に応じた適切な実施体制の確保など、事務・権限を

適切に運用できるような制度設計とするべきである。

全国知事会からの意見

全国市長会・全国町村会からの意見

回答区分 農地・農村部会において検討中各府省からの第２次回答
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　農林水産省としては、平成21年の農地法等改正法の附則及び事務・権限の移譲等に関する見直し方針に

ついて（平成25年12月20日閣議決定）に基づき、改正法施行後５年を目途として、農地転用事務の実施主体

の在り方、農地の確保のための施策の在り方等について、食料・農業・農村基本計画の検討と併せて検討し

ているところである。

　また、農地転用許可権限の移譲等については、地方分権改革有識者会議農地・農村部会において議論が

行われているところである。
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農林水産省　第２次回答

制度の所管･関係府省

農林水産省

求める措置の具体的内容

農地の確保に資する国・地方の施策を充実させる。

農地の総量確保の目標管理を行う。

農地転用許可制度・農用地区域設定制度の見直しを行う。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【農地の確保に資する国・地方の施策の充実】

実効性ある農地の総量確保の目標管理の仕組みを構築する。具体的には、国指針として「確保すべき農用

地等の面積の目標」を設定することとし、この設定に際し、農地確保の施策効果ごとの目標を設定する。従

来、市町村は目標設定に関与することができなかったが、これらの目標は、国、都道府県、市町村が十分議

論を尽くした上で設定することとする。このため、単に国が地方の意見を聴取するのではなく、国と地方が透

明性を確保した中で、実質的な議論を行うための新たな枠組みを設けることとする。なお、「確保すべき農用

地等の面積の目標」については、国指針、都道府県方針、市町村計画に明記することとする。また、農地確

保の施策について確実に実行に移すため、国、都道府県、市町村それぞれのレベルで、「実行計画」を策定

する。

【農地の総量確保の目標管理】

個々の農地転用許可等については、大臣許可・協議を廃止し、土地利用行政を総合的に担っていく観点か

ら、市町村に移譲し、国、都道府県の関与は不要とするべきである。また、市町村計画の策定のうち農用地

区域の設定・変更についても、都道府県知事の同意を不要とするべきである。

【農地転用許可制度・農用地区域設定制度の見直し】

上記の目標達成に向け、国は農地の確保に資する制度の枠組みづくりを行い、地方は、農地中間管理機構

の活用をはじめ、担い手への農地の集積・集約化や耕作放棄地対策などの具体の施策を推進する。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 農地・農業

提案事項
（事項名）

農地制度のあり方について

提案団体 三重県

管理番号 292

根拠法令等

農振法第３条の２、第４条、第５条の２、第５条の３、第８条

農地法第４条、第５条、附則第２項

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 農地・農村部会において検討中

　農地制度のあり方については、市町村による地域の実情に応じた土地利用の実現のみでなく、国民への

食料の安定供給等の基盤である農地の確保をどのように図っていくかという観点からも検討する必要がある

と考えている。

　農林水産省としては、平成21年の農地法等改正法の附則及び事務・権限の移譲等に関する見直し方針に

ついて（平成25年12月20日閣議決定）に基づき、改正法施行後５年を目途として、農地転用事務の実施主体

の在り方、農地の確保のための施策の在り方等について、食料・農業・農村基本計画の検討と併せて検討し

ているところである。

(詳細は別添参照)

各府省からの第１次回答

○地方六団体で示した「農地制度のあり方について」（平成２６年８月５日）のとおり、

　・国と地方が責任を共有し、実効性のある農地の総量確保の仕組みを構築した上で、農地転用許可・農振

農用地区域の設定・変更については市町村が担うこととするべきである。

　・併せて、法令等に基づく統一的な運用や地域の実情に応じた適切な実施体制の確保など、事務・権限を

適切に運用できるような制度設計とするべきである。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

○「農地制度のあり方について」（平成２６年８月５日地方六団体）のとおり、

　・国と地方が責任を共有し、実効性のある農地の総量確保の仕組みを構築した上で、農地転用許可・農振

農用地区域の設定・変更については市町村が担うこととするべきである。

　・併せて、法令等に基づく統一的な運用や地域の実情に応じた適切な実施体制の確保など、事務・権限を

適切に運用できるような制度設計とするべきである。

【全国市長会】

○「農地制度のあり方について」（平成２６年８月５日地方六団体）のとおり、

　・国と地方が責任を共有し、実効性のある農地の総量確保の仕組みを構築した上で、農地転用許可・農振

農用地区域の設定・変更については市町村が担うこととするべきである。

　・併せて、法令等に基づく統一的な運用や地域の実情に応じた適切な実施体制の確保など、事務・権限を

適切に運用できるような制度設計とするべきである。

全国知事会からの意見

全国市長会・全国町村会からの意見

回答区分 農地・農村部会において検討中各府省からの第２次回答
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　農林水産省としては、平成21年の農地法等改正法の附則及び事務・権限の移譲等に関する見直し方針に

ついて（平成25年12月20日閣議決定）に基づき、改正法施行後５年を目途として、農地転用事務の実施主体

の在り方、農地の確保のための施策の在り方等について、食料・農業・農村基本計画の検討と併せて検討し

ているところである。

　また、農地転用許可権限の移譲等については、地方分権改革有識者会議農地・農村部会において議論が

行われているところである。
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農林水産省　第２次回答

制度の所管･関係府省

農林水産省

求める措置の具体的内容

①農地転用許可については、大臣許可・協議等の事務処理に多大な時間や手間を要し、迅速性に欠けるた

め支障があり、地域事情を把握している市町村に権限を移譲すべきである。総合的な土地利用行政を担う

観点から、基礎自治体である市町村に権限を移譲すべきである。

②現行の許可権限は、面積４ha超の農地にあっては「国（農林水産大臣）」、４ha以下２ha超は、国の事前協

議に基づいて「都道府県知事」、２ha以下は「都道府県知事」（権限移譲を受けた市町村は除く。）にある。こ

れらすべての許可権者を「市町村へ移行」する。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

・支障となる手続きの現状と事例

 開発計画を進めるためには、農用地区域からの除外（以下「農振除外」と標記。）の許可を受け、その後農

地転用の手続きを進めることとなることから、農地転用が許可される見込みがない事案については農振除外

の手続きが進められない。そのため、農振除外が必要な大規模な開発については、国、県との事前協議を

行い、除外相当と認められた後に農振除外の申請を行うこととなる。国との協議は非常に長期間を要するた

め、開発計画の速やかな推進は困難である。

・迅速な事業推進の必要性

　農家の後継者の住宅整備等小規模な開発に伴う転用についても、農振除外の手続きにおいて県との協議

に相当な時間を要し、後継者の定住に支障がある。

・地域の実情を踏まえた必要性

　農地転用許可は、農用地区域の設定とともに優良農地を守る制度であると同時に、土地利用行政の一角

を占める制度である。地域事情を把握している基礎自治体が、土地利用行政を総合的に担っていく必要が

あるという観点から、市町村に許可権限を移譲すべきである。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 農地・農業

提案事項
（事項名）

農地転用許可権限の移譲

提案団体 飯田市

管理番号 16

根拠法令等

農地法第４条及び第５条

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 農地・農村部会において検討中

　農地制度のあり方については、市町村による地域の実情に応じた土地利用の実現のみでなく、国民への

食料の安定供給等の基盤である農地の確保をどのように図っていくかという観点からも検討する必要がある

と考えている。

　農林水産省としては、平成21年の農地法等改正法の附則及び事務・権限の移譲等に関する見直し方針に

ついて（平成25年12月20日閣議決定）に基づき、改正法施行後５年を目途として、農地転用事務の実施主体

の在り方、農地の確保のための施策の在り方等について、食料・農業・農村基本計画の検討と併せて検討し

ているところである。

(詳細は別添参照)

各府省からの第１次回答

「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団体）のとおり、

　・国と地方が責任を共有し、実効性のある農地の総量確保の仕組みを構築した上で、農地転用許可・農振

農用地区域の設定・変更については市町村が担うこととするべきである。

　・上記のことを実現するためには、「農地の総量確保」と「地域の実情に応じた農地転用許可・農振農用地

区域の設定・変更」を両立させる適切な運用基準が必要となるが、その制度設計に当たっては、国は地方公

共団体の意見を十分に聴き、市町村が移譲された事務・権限を適切に運用できるようにすべきである。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

○「農地制度のあり方について」（平成２６年８月５日地方六団体）のとおり、

　・国と地方が責任を共有し、実効性のある農地の総量確保の仕組みを構築した上で、農地転用許可・農振

農用地区域の設定・変更については市町村が担うこととするべきである。

　・併せて、法令等に基づく統一的な運用や地域の実情に応じた適切な実施体制の確保など、事務・権限を

適切に運用できるような制度設計とするべきである。

【全国市長会】

○「農地制度のあり方について」（平成２６年８月５日地方六団体）のとおり、

　・国と地方が責任を共有し、実効性のある農地の総量確保の仕組みを構築した上で、農地転用許可・農振

農用地区域の設定・変更については市町村が担うこととするべきである。

　・併せて、法令等に基づく統一的な運用や地域の実情に応じた適切な実施体制の確保など、事務・権限を

適切に運用できるような制度設計とするべきである。

全国知事会からの意見

全国市長会・全国町村会からの意見

回答区分 農地・農村部会において検討中各府省からの第２次回答
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　農林水産省としては、平成21年の農地法等改正法の附則及び事務・権限の移譲等に関する見直し方針に

ついて（平成25年12月20日閣議決定）に基づき、改正法施行後５年を目途として、農地転用事務の実施主体

の在り方、農地の確保のための施策の在り方等について、食料・農業・農村基本計画の検討と併せて検討し

ているところである。

　また、農地転用許可権限の移譲等については、地方分権改革有識者会議農地・農村部会において議論が

行われているところである。
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農林水産省　第２次回答

制度の所管･関係府省

農林水産省

求める措置の具体的内容

農地の転用（4ha超）に関する許可権限を都道府県知事に移譲する。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【制度改正の必要性】

農地転用に関する事務は法令に則って実施されていることから、地域の実情に精通した地方が大規模農地

の転用に関する事務を執行しても、無秩序な開発を招くとは考えにくい。国の許可権限の地方への移譲や協

議を廃止することで、審査期間の短縮が図られることを考慮すると地方で行う方が効果的な事務ができる。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 農地・農業

提案事項
（事項名）

農地転用許可（4ha超）権限の移譲

提案団体 愛知県

管理番号 20

根拠法令等

農地法4条1項、5条1項

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 農地・農村部会において検討中

　農地制度のあり方については、市町村による地域の実情に応じた土地利用の実現のみでなく、国民への

食料の安定供給等の基盤である農地の確保をどのように図っていくかという観点からも検討する必要がある

と考えている。

　農林水産省としては、平成21年の農地法等改正法の附則及び事務・権限の移譲等に関する見直し方針に

ついて（平成25年12月20日閣議決定）に基づき、改正法施行後５年を目途として、農地転用事務の実施主体

の在り方、農地の確保のための施策の在り方等について、食料・農業・農村基本計画の検討と併せて検討し

ているところである。

(詳細は別添参照)

各府省からの第１次回答

　真に守るべき農地の確保を図る方策は重要と考えるが、地方分権にも十分に重きを置き、提案どおりの対

応が実現するよう検討していただきたい。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

○「農地制度のあり方について」（平成２６年８月５日地方六団体）のとおり、

　・国と地方が責任を共有し、実効性のある農地の総量確保の仕組みを構築した上で、農地転用許可・農振

農用地区域の設定・変更については市町村が担うこととするべきである。

　・併せて、法令等に基づく統一的な運用や地域の実情に応じた適切な実施体制の確保など、事務・権限を

適切に運用できるような制度設計とするべきである。

【全国市長会】

○「農地制度のあり方について」（平成２６年８月５日地方六団体）のとおり、

　・国と地方が責任を共有し、実効性のある農地の総量確保の仕組みを構築した上で、農地転用許可・農振

農用地区域の設定・変更については市町村が担うこととするべきである。

　・併せて、法令等に基づく統一的な運用や地域の実情に応じた適切な実施体制の確保など、事務・権限を

適切に運用できるような制度設計とするべきである。

全国知事会からの意見

全国市長会・全国町村会からの意見

回答区分 農地・農村部会において検討中

　農林水産省としては、平成21年の農地法等改正法の附則及び事務・権限の移譲等に関する見直し方針に

ついて（平成25年12月20日閣議決定）に基づき、改正法施行後５年を目途として、農地転用事務の実施主体

の在り方、農地の確保のための施策の在り方等について、食料・農業・農村基本計画の検討と併せて検討し

ているところである。

　また、農地転用許可権限の移譲等については、地方分権改革有識者会議農地・農村部会において議論が

行われているところである。

各府省からの第２次回答
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農林水産省　第２次回答

制度の所管･関係府省

農林水産省

求める措置の具体的内容

農地法第4条及び第5条を改正し、農地転用の許可を市町村が行うようにする

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

　現在、少子高齢化や財源状況の悪化など、多くの問題が全国的に表面化し、基礎自治体が疲弊している

状況である。

　そのようななか、総務省の地域力創造グループでは、本格的な地方分権改革の時代のなかで、地域の元

気を創造し活性化するための施策を実施しているが、自立した地域を目指すためには、基礎自治体の判断

で土地利用の誘導を行うことも必要である。

　土地利用はまちづくりの基本であり、地域の実情や住民ニーズを反映しながら、よりよいまちづくりを展開

するため、優良農地をどのように守り、どのように有効活用していくのかという判断については、地域の実情

を一番理解している基礎自治体の責任において行うべきである。

　しかし、現行制度では、大臣や知事の許可になっており、地方分権を進めるうえでの阻害要因になるととも

に、迅速性にも欠けている状況である。

　地域の経済や住民の生活を考慮しながら、よりよい土地利用を進めることは、地方分権を進めるうえで重

要な施策の一つであり、それを担うのは基礎自治体である。

　そのため、農地転用の許可を市町村が行うことができるよう、農地法第4条及び第5条の改正を求める。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 農地・農業

提案事項
（事項名）

全ての市町村に転用許可権限を移譲

提案団体 松前町

管理番号 80

根拠法令等

農地法第4条第1項、第5条第1項

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 農地・農村部会において検討中

　農地制度のあり方については、市町村による地域の実情に応じた土地利用の実現のみでなく、国民への

食料の安定供給等の基盤である農地の確保をどのように図っていくかという観点からも検討する必要がある

と考えている。

　農林水産省としては、平成21年の農地法等改正法の附則及び事務・権限の移譲等に関する見直し方針に

ついて（平成25年12月20日閣議決定）に基づき、改正法施行後５年を目途として、農地転用事務の実施主体

の在り方、農地の確保のための施策の在り方等について、食料・農業・農村基本計画の検討と併せて検討し

ているところである。

(詳細は別添参照)

各府省からの第１次回答

　松前町は山のない平坦な地形であり、新たな農地の確保は難しい状況であるが、宅地開発等の需要は高

い。

　その中で、地域の実情や住民ニーズを反映しながら、よりよいまちづくりを展開するためには、農地転用許

可の権限委譲が必要である。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

○「農地制度のあり方について」（平成２６年８月５日地方六団体）のとおり、

　・国と地方が責任を共有し、実効性のある農地の総量確保の仕組みを構築した上で、農地転用許可・農振

農用地区域の設定・変更については市町村が担うこととするべきである。

　・併せて、法令等に基づく統一的な運用や地域の実情に応じた適切な実施体制の確保など、事務・権限を

適切に運用できるような制度設計とするべきである。

【全国市長会】

○「農地制度のあり方について」（平成２６年８月５日地方六団体）のとおり、

　・国と地方が責任を共有し、実効性のある農地の総量確保の仕組みを構築した上で、農地転用許可・農振

農用地区域の設定・変更については市町村が担うこととするべきである。

　・併せて、法令等に基づく統一的な運用や地域の実情に応じた適切な実施体制の確保など、事務・権限を

適切に運用できるような制度設計とするべきである。

【全国町村会】

「農地制度のあり方について」（平成２６年８月５日地方六団体）のとおり、国と地方が責任を共有し、実効性

のある農地の総量確保の仕組みを構築した上で、農地転用許可・農振農用地区域の設定・変更については

市町村が担うこととするべきである。

併せて、法令等に基づく統一的な運用や地域の実情に応じた適切な実施体制の確保など、事務・権限を適

切に運用できるような制度設計とするべきである。

全国知事会からの意見

全国市長会・全国町村会からの意見

回答区分 農地・農村部会において検討中各府省からの第２次回答

337



　農林水産省としては、平成21年の農地法等改正法の附則及び事務・権限の移譲等に関する見直し方針に

ついて（平成25年12月20日閣議決定）に基づき、改正法施行後５年を目途として、農地転用事務の実施主体

の在り方、農地の確保のための施策の在り方等について、食料・農業・農村基本計画の検討と併せて検討し

ているところである。

　また、農地転用許可権限の移譲等については、地方分権改革有識者会議農地・農村部会において議論が

行われているところである。
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